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令和７年３月２５日判決言渡   

令和５年（ネ）第１００５７号 損害賠償等請求控訴事件 

（原審・大阪地方裁判所令和２年(ワ)第４９４８号） 

口頭弁論終結日 令和６年１２月４日 

判         決 5 

当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり 

主         文 

１ 原判決を次のとおり変更する。 

２ 被控訴人らは、別紙目録記載１から４までの各情報を競馬レース

情報の作成・販売に使用し、又はこれを開示してはならない。 10 

３ 被控訴人らは、別紙目録記載１から４までの各情報に関するプロ

グラム及びデータを記録した記録媒体から、当該プログラム及び当

該データを削除せよ。 

４ 被控訴人らは、別紙目録記載３及び４の情報に関するデータが記

載された印刷物を廃棄せよ。 15 

５ 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して１億５０３９万９４５６

円並びにその内金である別表２の「期間」欄記載の各期間に対応す

る「主位的請求」の「認定額」欄記載の各金員及び「弁護士費用」

欄記載の金員に対するそれぞれ「遅延損害金起算日」欄記載の日か

ら各支払済みまで「利率」欄記載の各割合による金員を支払え。 20 

６ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 

  ７ 控訴人の当審におけるその余の追加請求をいずれも棄却する。 

  ８ 訴訟費用は、第１、２審を通じてこれを４分し、その３を被控訴

人らの、その余を控訴人の負担とする。 

９ この判決は、第５項に限り仮に執行することができる。 25 

事 実 及 び 理 由 
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 本判決において用いる略語は、次のとおりである（原判決で定義している略語は、

概ね、そのまま用いている。）。 

  原告    控訴人（１審原告）株式会社ジェイ・アール・デー・ビー 

  被告会社  被控訴人（１審被告）株式会社サイバーミリオン 

  被告Ｙ１  被控訴人（１審被告）Ｙ１ 5 

  被告Ｙ２  被控訴人（１審被告）Ｙ２ 

  被告Ｙ３  被控訴人（１審被告）Ｙ３ 

  Ａ    Ａことａ 

Ｂ    Ｂ 

Ｃ    Ｃ 10 

Ｄ    Ｄ 

Ｅ    原告代表者 

本件プログラム  別紙目録記載１の IDM 指数作成プログラム 

  本件情報     別紙目録記載１から４までの各情報については、項番に従

い、それぞれ本件情報１、本件情報２などといい、総称し15 

て本件情報という。 

  本件パソコン   被告会社が、令和元年１０月２７日当時インターネット上

で提供する競馬新聞を作成するために使用していたパソ

コン 

  本件分配契約   原告と被告会社との間の利益分配契約 20 

不競法      不正競争防止法（平成５年法律第４７号） 

改正前民法    平成２９年法律第４４号による改正前の民法 

改正法      平成２９年法律第４４号 

第１ 控訴の趣旨（後記のとおり、原告は、当審において請求の一部を減縮すると

ともに、金銭請求の請求額を拡張した。また、控訴の趣旨第９項中の被告Ｙ３に25 

関する部分及び同第１０項の予備的請求は、当審で追加された請求である。） 
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１ 原判決を取り消す。 

２ 被告らは、本件プログラムを、競馬レース情報の作成・販売に使用し、又は

これを開示してはならない。 

３ 被告らは、本件プログラムについて、複製、翻案を行ってはならない。 

４ 被告らは、本件情報を競馬レース情報の作成・販売に使用し、又はこれを開5 

示してはならない。 

５ 被告らは、本件情報を電気通信回線を通じて送信可能化し、又は公衆送信し

てはならない。 

６ 被告らは、本件プログラムを記録した記録媒体から、本件プログラムを削除

せよ。 10 

７ 被告らは、本件情報に関するプログラム及びデータを記録した記録媒体から、

当該プログラム及び当該データを削除せよ。 

８ 被告らは、本件情報３及び本件情報４に関するデータが記載された印刷物を

廃棄せよ。 

９ 被告らは、原告に対し、連帯して２億４４４０万８８１９円並びにその内金15 

である別表１の「原告請求額合計」項の「期間」欄記載の各期間に対応する「主

位的請求」の「損害額」欄記載の各金員及び「主位的請求」の「弁護士費用」

欄記載の金員に対するそれぞれ「遅延損害金起算日」欄記載の日から各支払済

みまで「利率」欄記載の各割合による金員を支払え。 

10 （被告会社につき予備的請求）被告会社は、原告に対し、１億８０５２万７20 

８４６円及びその内金である別表１の「原告請求額合計」項の「期間」欄記載

の各期間に対応する「予備的請求」の「損害額」欄記載の各金員に対する「遅

延損害金起算日」欄記載の日から各支払済みまで「利率」欄記載の各割合によ

る金員を支払え。 

11 仮執行宣言 25 

第２ 事案の概要 
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 １ 事案の要旨 

⑴ 原告は、インターネットの利用による競馬情報の提供等を目的とする株式

会社（平成１０年６月２５日設立。甲１）である。原告は、競馬の勝ち馬を

数値で予想する「指数」を算出し、顧客に対し、インターネット上で同指数

を掲載した競馬新聞を提供している。 5 

被告会社は、インターネットの利用による各種情報の提供等を目的とする

株式会社（平成１８年２月２０日設立。甲２）であり、登記簿上設立から令

和元年７月３０日まで原告と本店所在地が同一であった。被告会社は、原告

と同様、競馬の勝ち馬を数値で予想する「指数」を算出し、顧客に対し、イ

ンターネット上で同指数を掲載した競馬新聞を提供している。 10 

被告Ｙ１は、原告の元従業員兼被告会社の代表者であり、被告Ｙ２は、原

告の元従業員である。被告Ｙ１及び被告Ｙ２は、原告に在職する一方、本件

パソコン等を使用して、被告会社の提供する競馬新聞である「ハイブリッド

競馬新聞」及び「マキシマム競馬新聞」の発行業務に従事していたが、令和

元年１０月２７日深夜から同月２８日未明までに本件パソコン等を持ち出し、15 

原告を退職した上、その後も、被告会社の提供する競馬新聞の発行を継続し

た（被告Ｙ２は、被告会社の従業員となったが、その後、退職している。）。 

なお、被告Ｙ３は、インターネットの利用による各種情報の提供等を目的

とする株式会社ＴＤＳの代表者である。また、Ａは、原告の役員兼被告会社

の元役員であり、Ｂは、原告の従業員兼被告会社の元役員である。 20 

  ⑵ 本件は、原告が、被告らに対し、不競法違反又は著作権法違反を主張して、

次の各請求をする事案である。すなわち、原告は、原審において、次の各請

求をした（このほか、原告は、被告Ｙ１のブログに関する削除や決済対応プ

ログラムの使用禁止等を求める請求もしていたが、これらの請求は、当審に

おいて取り下げられた。）。 25 

ア－１ 被告らが、共謀の上、被告Ｙ１及び被告Ｙ２において、原告の営業



 5 

秘密である本件情報が記録された本件パソコン等を事務所から持ち出し、

不正の利益を得る目的で本件情報を使用するなどした行為が、不正競争行

為（営業秘密不正取得行為・図利加害目的使用行為、不競法２条１項４号

又は７号）に該当すると主張して、被告らに対し、不競法３条１項に基づ

き、本件情報を競馬レース情報の作成・販売に使用・開示すること等の差5 

止めを求めるとともに（控訴の趣旨４項〔なお、５項の請求のうち、不競

法に基づく請求部分は、実質的に４項の請求に包摂される。〕）、不競法３条

２項に基づき、本件情報に関するプログラム及びデータが記録された記録

媒体からの当該プログラム及びデータの削除（控訴の趣旨７項）、並びに本

件情報３及び本件情報４に関するデータが記載された印刷物の廃棄を求め10 

（控訴の趣旨８項）、 

ア－２  被告会社において、原告が著作権を有する本件プログラムを利用し

て競馬新聞を作成し顧客に提供した行為が、著作権侵害行為（複製権・翻

案権、送信可能化権、公衆送信権、著作権法２１条、２３条、２７条、２

条１項１５号、７号の２、９号の５）に該当すると主張して、被告らに対15 

し、著作権法１１２条１項に基づき、本件プログラムを競馬レース情報の

作成・販売に使用・開示することの差止めと、本件プログラムの複製・翻

案・送信可能化・公衆送信の差止めを求めるとともに（控訴の趣旨２項、

３項、５項〔本件プログラムに係る部分〕）、著作権法１１２条２項に基づ

き、本件プログラムを記録した記録媒体からの当該プログラムの削除（控20 

訴の趣旨６項）を求め、 

イ－１ 被告会社、被告Ｙ１及び被告Ｙ２が、共謀の上、被告会社が原告に

分配すべき売上金の一部を隠匿するなどして原告への支払を免れさせたな

どと主張して、被告会社、被告Ｙ１及び被告Ｙ２に対し、共同不法行為に

基づく損害賠償請求（民法７０９条、７１９条１項）として、１５９８万25 

７４６８円及びこれに対する不法行為後の日である令和２年８月２７日か
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ら支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支

払を求め、 

イ－２ 前記ア－１、ア－２の不正競争行為又は著作権侵害行為により損害

を被ったとして、被告らに対し、不競法４条又は民法７０９条に基づく損

害賠償請求として、３９６０万８１８４円及びこれに対する前同日から支5 

払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を

求める 

事案である。 

⑶ 原審は、原告の請求をいずれも棄却したため、原告は、これを不服として、

本件控訴を提起した。 10 

 ⑷ 原告は、当審において、請求を一部減縮したほか、前記⑵イ－１の請求に

ついて、被告Ｙ３の主体的な関与が判明したとして前記⑵イ－１及び⑵イ－

２の損害賠償請求を次のウ－１とおり整理(被告Ｙ３に対する損害賠償請求

の追加、損害の計算方法の変更、請求する損害の拡張)するとともに、被告会

社に対する予備的請求として、次のウ－２を追加した。すなわち、 15 

  ウ－１ 被告らは、共謀の上、利益の隠匿による請求権侵害の不法行為並び

に不正競争行為及び著作権侵害行為に及んだと主張して、被告らに対し（被

告会社に対しては主位的請求として）、民法７０９条、７１９条、不競法５

条２項・３項、著作権法１１４条２項・３項に基づく損害賠償請求として、

２億４４４０万８８１９円、並びに年ごとの各内金に対する遅延損害金の20 

起算日及び利率について、改正法の施行日（令和２年４月１日）前の分に

ついては同年３月３１日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合

による、施行日後の分については各年最終日（令和６年分については同年

８月末日）から支払済みまで民法所定の年３％の割合による、各遅延損害

金の連帯支払（控訴の趣旨９項）を求め、 25 

ウ－２ 被告会社は、原告との間で、「ハイブリッド競馬新聞」について売上
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の７５％相当額を、「マキシマム競馬新聞」について売上の７０％相当額を、

原告に配分する契約を締結していたにもかかわらず、同利益分配相当額を

支払わないなどと主張して、被告会社に対する予備的請求として、債務不

履行損害賠償として、１億８０５２万７８４６円、並びに年ごとの各内金

に対する遅延損害金の起算日及び利率について、改正法の施行日（令和２5 

年４月１日）の前後による区分に応じて施行日前の分については同年３月

１７日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による、施行日後

の分については別表１の「原告請求額合計」項の「予備的請求」の各「遅

延損害金起算日」から支払済みまで民法所定の年３％の割合による、各遅

延損害金の支払（控訴の趣旨１０項）を求める 10 

ものとした。 

２ 前提事実（なお、枝番のある書証で特に枝番を掲記していないものは、すべ

ての枝番を含む趣旨である。以下同じ。） 

前提事実は、以下のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の

第２の２（原判決３頁２４行目から５頁２１行目まで）記載のとおりであるか15 

ら、これを引用する。 

  ⑴ 原判決５頁１２行目の「被告会社は」から１３行目の「いたところ」まで

を削る。 

  ⑵ 原判決５頁１０行目末尾に改行の上、以下を加え、１２行目の「⑷」を「⑸」

に改める。 20 

  「⑷ IDM 指数作成プログラム 

原告の IDM 指数作成プログラム（本件情報１、本件プログラム）は、●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●25 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



 8 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●で IDM 指数が作成される（弁論の全趣旨）。」 

  ⑶ 原判決５頁２１行目末尾に改行の上、以下を加える。 

「⑹ 被告会社の売上等 

    ア 令和元年９月から１２月までにおける被告会社の「ハイブリッド競馬5 

新聞」「マキシマム競馬新聞」の各売上（税込み）は、別表１の「令和元

年」の「ハイブリッド競馬新聞」「マキシマム競馬新聞」における当該期

間に対応する各月の「売上（税込み）」欄記載のとおりである（乙１０５）。 

    イ 令和２年１月から令和５年１２月までにおける被告会社の「ハイブリ

ッド競馬新聞」の、及び令和２年１月から令和５年５月までにおける被10 

告会社の「マキシマム競馬新聞」の、各売上高、仮受け消費税、売上（税

込み）は、別表１の「令和２年」から「令和５年」までの「ハイブリッ

ド競馬新聞」「マキシマム競馬新聞」における当該期間に対応する各月の

「売上高」「仮受け消費税」「売上（税込み）」各欄記載のとおりである。 

また、令和５年６月から１２月までにおける被告会社の「マキシマム15 

競馬新聞」の売上（税込み）は、別表１の「令和５年」の「マキシマム

競馬新聞」における当該期間に対応する「売上（税込み）」欄記載のとお

り「０円」であるが、同年１月から５月までの売上等から推計すると、

月額１７万８７７０円（＝８９万３８５０円／５）となる。 

（乙１０６～１０９、１１６、１１７、１２７、１２８) 20 

    ウ 被告会社の令和６年１月から８月までにおける被告会社の「ハイブリ

ッド競馬新聞」「マキシマム競馬新聞」の各売上（税込み）は、令和５年

の売上等から推計すると、別表１の「令和６年」の「ハイブリッド競馬

新聞」「マキシマム競馬新聞」における当該期間に対応する「売上（税込

み）」欄記載のとおりとなる。 25 

    エ 被告会社の発行する「ハイブリッド競馬新聞」について、新聞の発行
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に直接関連して追加的に必要となる経費（変動費）は、サーバー代程度

であり、変動費の経費率は売上の６％、限界利益率は売上の９４％であ

る（争いがない。ただし、損害計算における「売上」が消費税の税込み

額か否かについては、当事者間に争いがある。）。」 

３ 争点 5 

以下の争点のうち、争点２は、当審では本件プログラムに限定された争点で

あり、争点３のうち被告Ｙ３の共同不法行為の有無に係る部分は、当審で追加

された争点であり、争点５は、当審において追加された予備的請求の原因に係

る争点である。 

⑴ 不競法違反（争点１） 10 

ア 本件情報は営業秘密（不競法２条６項）に当たるか（争点１－１） 

イ 被告らは、本件情報を不正の手段により取得等し（不競法２条１項４号）、

又は図利加害目的で使用した（同項７号）か（争点１－２） 

  ⑵ 著作権法違反（争点２） 

   ア 本件プログラムは原告の著作物として保護されるか（争点２－１） 15 

   イ 被告らは本件プログラムに係る著作権を侵害したか（争点２－２） 

 ⑶ 被告らに利益分配に係る共同不法行為があったか（争点３） 

 ⑷ 損害の発生及びその額（争点４） 

⑸ 本件分配契約及びその債務不履行の有無（争点５） 

第３－１ 争点に関する当事者の主張（原判決の引用と補正） 20 

 １ 原判決の引用 

   争点４及び５以外の各争点に係る当事者の主張は、後記２のとおり原判決を

補正し、後記第３－２のとおり当審における当事者の補充又は追加主張を付加

するほかは、原判決の「事実及び理由」の第３の１から５まで（原判決６頁８

行目から１３頁５行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する（な25 

お、後記２⑴から⑹までの原判決の補正は、当審における原告の請求の減縮に
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伴う補正（⑴から⑷まで）又は被告Ｙ３に対する請求の追加に伴う補正（⑸⑹）

である。）。 

また、争点４及び５に係る当事者の主張は、後記第３－２の５及び６のとお

りである。 

 ２ 原判決の補正 5 

 ⑴ 原判決６頁２１行目から２２行目までを「本件情報を用いれば、正確な勝

ち馬予想、競馬新聞作成、顧客管理等を簡便、短期に行うことができる。」に

改める。 

 ⑵ 原判決７頁２３行目冒頭から２６行目の「保存していた。」までを「⑵ 原

告は、本件情報のうち、本件情報１から本件情報３までを本件パソコンに保10 

存し、本件情報４（顧客管理名簿）を本件パソコン用のレンタルサーバー上

のハードディスクに保存していた。」に改める。 

⑶ 原判決１０頁１行目、１１頁１１行目、１２頁２行目の各「本件プログラ

ム及び本件ブログ」を「本件プログラム」と改める。 

⑷ 原判決１０頁１９行目から２４行目まで、１１頁９行目から１０行目まで、15 

１１頁２２行目から１２頁１行目までを、それぞれ削除する。 

 ⑸ 原判決１２頁１７行目、２０行目の「被告会社、被告Ｙ１及び被告Ｙ２」

を、それぞれ「被告ら」、「被告会社、被告Ｙ１、被告Ｙ２及び被告Ｙ３」と

改める。 

⑹ 原判決１２頁２５行目末尾に「被告Ｙ３は、平成２６年２月４日、原告と20 

競業する株式会社ＴＤＳを設立した上、被告Ｙ２及び被告Ｙ１をそれぞれ取

締役、監査役として就任させたこと、被告Ｙ１が株式会社ＴＤＳの監査役に

就任した同年１１月から通帳のコピーを原告に提出しなくなったこと、令和

元年に原告から通帳のコピーの提出を求められた際、被告Ｙ１が被告Ｙ３に

相談し、被告Ｙ３の介入が強くみられたこと等に照らすと、売上隠匿は平成25 

２６年１１月から被告Ｙ３の主体的な関与のもとで始まっていたことは明ら
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かである。」を加える。 

第３－２ 争点に関する当事者の主張（当審における補充主張及び追加主張） 

１ 争点１－１（本件情報は営業秘密（不競法２条６項）に当たるか）について 

（被告の主張） 

⑴ 本件プログラムは、ライセンスやサポートのない情報漏洩の危険の高い陳5 

腐化した OS（WindowsXP）や Access97 を使用しており、被告会社があえてこ

れを稼働させることはないから有用性がない。本件情報１、３の IDM 指数や

IDM 構成要素データは、単なるデータと個人の経験に基づくものであり、有

用性はない。競馬新聞の作成に利用する公式データは、ＪＲＡのものであり、

原告の営業秘密ではない。 10 

⑵ 原告は、書籍「風雲！Ａ塾」の「第６章 IDM の法則」（平成１１年発行、

乙１４０）及び「JRDB 競馬読本」（平成１７年初版、乙１４２）において、原

告が営業秘密と主張する本件情報１、３の IDM 指数及び IDM 構成要素データ

に係る情報（計算式のイメージを含む。）を公開し、詳細に説明している。そ

して、競馬新聞作成に必要な公式データは誰でも容易に取得することができ、15 

同程度のシステム構築や競馬新聞の作成は容易に可能であるから、上記の本

件情報は非公然性がない。上記証拠は弾劾証拠であり、提出の後れにつき被

告らに帰責性はなく、審理の遅延も来さない。 

⑶ 本件情報２に関し、証拠（甲５２等）には、地方競馬新聞作成に係るプロ

グラム及びデータはない。また、デジタル競馬新聞作成のためには、ＪＲＡ20 

公式データを取得し、汎用性のある市販のソフトを使用等すれば、新聞を容

易に作成販売することができるから、本件情報２は、有用性も非公然性もな

い。 

⑷ 本件情報４の顧客管理名簿は、被告会社の営業秘密である。 

（原告の主張） 25 

⑴ 本件では、訴訟提起から一貫して営業秘密が審理されており、控訴審の終
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局段階における被告らの主張立証（乙１４０、１４２）は、故意・重過失に

より時機に後れたものである。仮に、時機後れでないとしても、上記証拠は、

「指数」「補正」「調整」等として、IDM 構成要素の中身を全て開示するもの

ではなく、IDM 計算式の要素となっている IDM 構成要素の数値の計算方法を

開示するものでもないから、非公然性は否定されない。 5 

  ⑵ 証拠（甲５２）には、新聞作成プログラムに地方競馬新聞作成プログラム

が含まれている。 

２ 争点１－２（被告らは、本件情報を不正の手段により取得等し（不競法２条

１項４号）、又は図利加害目的で使用した（同項７号）か）について 

被告会社が使用していたプログラム及びデータについて 10 

（原告の主張） 

⑴ 被告会社が使用しているプログラムは、原告の発意に基づき、原告の従業

員（被告Ｙ２、Ｂ外）が、その就業時間中に原告事務所において、原告の業

務として作成したものであり、被告会社が作成したものではない。 

被告Ｙ１は、被告会社の OS を WindowsXP から Windows7 に変更し、データ15 

ベースを Azure に変更したのは平成２５年であると供述するが、原告の従業

員の被告Ｙ２が、原告の指示の下、被告会社のコンピュータ言語を JAVA から

C#に変え、被告会社のデータベースを Azure(SQL Server)に変更したのは、

平成２４年３月である。これにより、被告Ｙ２は、原告のデータサーバーに

ある元データを被告会社のデータサーバーに複製し、C#言語を用いて引用し20 

てハイブリッド競馬新聞作成プログラムを使用することができるようにした

が、言語を変えても本件プログラムを含む原告のシステムを複製したことに

変わりはない。 

⑵ 被告会社が原告のプログラム及びデータを使用してハイブリッド競馬新聞

を作成していたことは、次の点からも明らかである。 25 

すなわち、① ハイブリッド競馬新聞は、原告の発行する競馬新聞との間
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で、原告のシステム内のデータ及びプログラムを共用していたものであり（別

会社である原告のサーバーに被告会社のデータがあること自体矛盾である。）、

② 原告のデータベースには、被告会社のハイブリッド競馬新聞を作成する

ための●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が存在し（甲８８～９１、

９３）、また、原告のシステムのプログラム中には、被告会社のハイブリッド5 

競馬新聞の作成指示が組み込まれ（甲８８、８９、９５～１０６）、原告のシ

ステム中のデータを参照使用していた。 

 また、被告会社は、従前から、原告のデータを被告会社のサーバーにコピ

ーして使用していたが、被告Ｙ２は、令和元年７月頃、原告の過去の膨大な

データを被告会社のサーバーにコピーした（甲１１３）。これは、体系的にデ10 

ータ化され、プログラムに引用できる形になっていた情報をコピーしたもの

であり、被告Ｙ２は、被告会社も利用する原告作成のプログラムを書き換え

なくても済むように、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●を被告会社のデータベースにコピーしたもので

ある。 15 

なお、原告から被告Ｙ２に対する Access97 のデータを Azure のサーバー

に移行する業務命令はなく、平成３０年１２月５日以降、被告Ｙ２から、原

告が利用する Azure に関するメール（甲１１６）もない。 

被告らは共謀の上、令和元年１１月の業務開始に向け、同年７月頃から原

告のデータ・プログラム（原告の営業秘密）の不正取得を本格化させたもの20 

である。 

 （被告らの主張） 

⑴ 本件パソコンは、被告Ｙ１がほぼ被告会社の業務用として使用していたも

のである。被告Ｙ１は、本件パソコンから原告のサーバーにアクセスしたこ

とはなく、本件パソコンに原告主張のプログラムの記録もなかった。被告会25 

社の管理するプログラムは、クラウド上で保管されていたため、被告Ｙ１は、
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自らパソコンからこれにアクセスしていた。 

⑵ 令和元年１０月まで 

ア 被告Ｙ１らは、令和元年１０月に原告を退職するまでの間、被告会社の

ハイブリッド競馬新聞作成に係るデータのごく一部（被告Ｙ１が商標登録

している「推定３ハロン」（乙６）を含む。）を、「hb」との名前を付けて、5 

原告の使用する WEBDB 上に保存していた。被告Ｙ１らは、ハイブリッド競

馬新聞作成に際し、同データを利用するため WEBDB にアクセスしていたに

すぎない。しかも、原告が指摘する WEBDB 上の被告会社のデータは、レー

スの開催競馬場、開催年、開催回、開催日、レース等、ＪＲＡの公式デー

タに基づくものであった。また、WEBDB には、プログラムを保存すること10 

ができないので、IDM 指数作成プログラムや新聞作成プログラム等は保存

されていない。よって、WEBDB に原告の主張する本件情報の全部又は一部

は保存されていない。 

イ 原告指摘の甲９５等のプログラムは、ハイブリッド競馬新聞作成に必要

とされる被告会社のデータを検索、抽出し、その WEBDB 内のテーブルに集15 

約してセットするだけの指令であり、その後、甲９５の指令に基づく連絡

を受けた被告Ｙ２が、同人作成のプログラム及びイラストレータによって

新聞を完成させていたから、新聞作成について被告会社が原告のシステム

に依拠していたことはない。 

ウ 被告会社は、平成２５年以降、原告とは別のソフトで競馬新聞を作成し20 

ていた。すなわち、被告Ｙ２は、被告会社が同年 OS を Windows7 に変更し

た際、被告会社の従業員として、原告のシステムの JAVA ではなく、C#を用

いて新たにハイブリッド競馬新聞のプログラムを作成した。被告会社の従

業員の作業による成果物は全て被告会社に帰属する。 

エ なお、原告は、平成３０年６月、Azure でのシステム構築、SQL サーバー25 

を使用することとし、システム構築を被告Ｙ２に頼り、被告Ｙ２は、別の
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パソコンを介し「.net」を使用することで、VANデータを SQLサーバー「azudb」

の「van_」テーブルに入れるための作業などを行い、試験的に一部のデー

タが同テーブルに入れられる結果となった。このように、被告Ｙ２は、原

告の業務に尽力したが、原告は、被告Ｙ２による原告の業務遂行時の投稿

（甲１１３）をもって、被告会社等が Access97 のデータを取ろうとしてい5 

るとの主張にすり替えた。そもそも、被告会社が自ら新聞を発行するには、

公式データ及びこれを基に算出等した独自データがあれば足り、原告のデ

ータを必要としない。 

⑶ 令和元年１１月以降 

ア 被告Ｙ１らが原告を退職した後は、被告らが原告のデータにアクセスす10 

ることは物理的に不可能である。原告のシステムは JAVA で構築されてい

るが、被告会社のシステムは C#で構築されていたから、原告のシステムを

複製したことはない。 

イ 令和元年１１月１日以降の被告会社のシステムは、ハイブリッド指数算

出プログラム（乙２８の１）、データ作成プログラム（乙２８の２）、競馬15 

新聞作成プログラム（乙２８の３）であるから、原告のシステム、データ

を使用しておらず、原告の営業秘密を使用したことはない。 

ウ 競馬新聞作成プログラムは、既存ソフトで作成することができるもので

あり、Access を使用する原告のプログラムも営業秘密ではない。また、IDM

指数及び IDM 構成要素データも、単なるデータであって有用性はなく、公20 

式データもＪＲＡのものである。原告と被告会社の各競馬新聞の独自のデ

ータ項目を比較しても、原告のもの（IDM、情報専門印、調教指数、激走馬、

放牧先、仕上指数、馬体・気配、レース特記、馬場差、パドック点、馬具）

と被告会社のもの（ハイブリッド指数、推定３ハロン、騎手成績、厩舎成

績、騎手×厩舎成績、種牡馬評価、４角５番手内率、上がり３位内率、脚25 

質チェック、詰脚・後差）は重複しない。被告会社の独自データは、公式
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データを基礎として分析・集計等し独自の経験や勘で導き出されるもので

あり、原告の IDM 構成要素データは使っていない。 

 ３ 争点２－１（本件プログラムは原告の著作物として保護されるか）について 

 （原告の主張） 

 本件情報１（IDM 指数作成プログラム及び指数作成手法）のうち、本件プロ5 

グラム（IDM 指数作成プログラム）は、●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●から構成される。 

 本件プログラムは、原告のデータベースから各構成要素に応じて項目を抽出

し、抽出された数値を基に計算処理を行い、これを組み合わせて IDM 結果値を10 

算出している。これらは有機的一体をなしており、全体として電子計算機を機

能させて一の結果を得ることができるように指令を組み合わせたものであり、

その抽出する項目の組合せ、抽出された項目の処理、計算方法等は原告独自の

発想に基づくものであり、創作性を有するものである。 

 （被告らの主張） 15 

 プログラムの著作物性が認められるためには、プログラムの具体的記述にお

いて、指令の表現自体、指令の表現の組合せ、表現順序から成るプログラム全

体に選択の幅があり、ありふれた表現ではなく、作成者の個性が表れているこ

とが必要である。原告の主張するプログラムは、各レース情報、当該馬の情報、

各 IDM 構成要素の補正値等が記載された一覧表に加え、入力された数値を基に、20 

表計算ソフト又はデータベースソフトウェアに備わる単純な加減乗除の計算機

能を利用して、各 IDM 構成要素の補正値や IDM を算出するものであり、IDM 構

成要素の選択や数値化等はプログラムの具体的記述の前提となるアイデアにす

ぎず、プログラム全体に作成者の個性が現れているとはいえない。  

４ 争点３（被告らに利益分配に係る共同不法行為があったか）について 25 

 （原告の主張） 
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 被告会社は、原告との本件分配契約に基づき、当初から被告会社の売上の７

５％（平成２０年１１月以前は７０％）を「データ提供料」「データ使用料」名

下に原告に支払っていた。被告会社は、被告らの不正が指摘された令和元年８

月分まで（甲１７）１０年以上の長期にわたり支払を継続しており、証拠上、

支払が原告の脅迫によるものと認めることはできない。また、被告が売上開始5 

以降１０年間にわたり、売上の７５％又は７０％という一定率に従って計算し

た金額を原告に送金していたことに照らせば、本件分配契約の存在は明らかで

ある。 

（被告らの主張） 

原告は、被告会社設立に当たり出資したことはなく、被告Ｙ１には、勝ち馬10 

予想に関する知識やノウハウ等があったから、被告会社には、原告との間で売

上の７５％という過大な利益分配の契約を締結すべき合理的理由はない。被告

会社が過大な支払を継続してきたのは、Ａらによる恐喝行為が原因である。Ａ

らは、平成２０年５月にハイブリッド競馬新聞の有料化が決まった際や、同年

１２月に売上の７５％を支払うよう求めた際、Ｅが、令和元年６月頃に被告会15 

社の通帳を持参するよう求めた際などに、被告Ｙ１を脅迫し恐喝し続けた（乙

１２、乙１３の１及び２、乙２４、２５）。原告と被告会社間では、本件分配契

約はなく、債権侵害行為もないから、原告の主張は前提を欠く。 

５ 争点４（損害の発生及びその額）について 

  （原告の主張） 20 

⑴－１ 令和２年３月末までに生じた損害（改正法施行前に生じた損害） 

  ア 利益隠蔽に係る共同不法行為による損害 ６７９万５７０１円 

   （内訳） 

    ハイブリッド競馬新聞について ６４５万８１６８円 

      ハイブリッド競馬新聞の令和元年９月及び１０月の被告会社の売上25 

（別表１の「令和元年」の「ハイブリッド競馬新聞」における当該期間
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に対応する各月の「売上（税込み）」欄参照）のうち、原告が受けるべき

利益分配相当額（売上の７５％相当額。別表１の「令和元年」の「ハイ

ブリッド競馬新聞」「原告の主張」の「主位的」欄参照）。 

     マキシマム競馬新聞について ３３万７５３３円 

      マキシマム競馬新聞の令和元年９月及び１０月の被告会社の売上（別5 

表１の「令和元年」の「マキシマム競馬新聞」における当該期間に対応

する各月の「売上（税込み）」欄参照）のうち、原告が受けるべき利益分

配相当額（売上の７０％相当額。別表１の「令和元年」の「マキシマム

競馬新聞」「原告の主張」の「主位的」欄参照）。 

   イ 不競法及び著作権法に基づく損害 ２２９９万１６７７円 10 

    （内訳）     

     ハイブリッド競馬新聞について ２１８９万４５５２円 

      ハイブリッド競馬新聞の令和元年１１月から令和２年３月までの被告

会社の売上は別表１の「令和元年」及び「令和２年」の「ハイブリッド

競馬新聞」における各期間に対応する各月の「売上（税込み）」欄参照）15 

に限界利益率９４％を乗じた限界利益相当額（別表１の対応する期間の

「ハイブリッド競馬新聞」「原告の主張」の「主位的」欄参照） 

     マキシマム競馬新聞について １０９万７１２５円 

     ① マキシマム競馬新聞の令和元年１１月から令和２年３月までの被告

会社の売上（別表１の「令和元年」及び「令和２年」における「マキ20 

シマム競馬新聞」における各期間に対応する各月の「売上（税込み）」

欄参照）に使用料率７０％を乗じた使用料相当額（別表１の対応する

期間の「マキシマム競馬新聞」「原告の主張」の「主位的」欄参照） 

     ② 本件では、本件分配契約により、売上の７０％を原告の営業秘密の

使用許諾の対価として支払うこととされ、実際に支払われていたから、25 

これが受けるべき金額の額となる。被告らの主張する実施料相場は、
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ライセンス契約全体の実施料率の平均を主張するにすぎず、営業秘密

の実態におけるものではない。 

  ウ 小結 

     改正法の施行日前である令和２年３月３１日までに被告らの各行為によ

り原告に生じた損害は合計２９７８万７３７８円（＝ア＋イ）である。こ5 

れらの損害に係る賠償債務は発生すると同時に遅滞となるから、その全額

に対し同日から改正法附則１７条３項の規定により改正前民法所定の年５

分の割合による遅延損害金を請求することができる。 

  ⑴－２ 令和２年４月１日以後に生じた損害（改正法施行後に生じた不競法及

び著作権法に基づく損害） 10 

   ア ハイブリッド競馬新聞について １億８４２２万２６５９円 

ハイブリッド競馬新聞の令和２年４月から令和６年８月までの被告会社

の売上（別表１の「令和２年」から「令和６年」までの「ハイブリッド競

馬新聞」における各期間に対応する各月の「売上（税込み）」欄参照。なお、

令和６年の売上（税込み）は、令和５年の売上に基づく推計値。以下同じ。）15 

に限界利益率９４％を乗じた限界利益相当額（別表１の対応する期間の「ハ

イブリッド競馬新聞」「原告の主張」の「主位的」欄参照） 

   イ マキシマム競馬新聞について ８１７万９７９８円 

マキシマム競馬新聞の令和２年４月から令和６年８月までの被告会社の

売上（別表１の「令和２年」から「令和６年」までの「マキシマム競馬新20 

聞」における各期間に対応する各月の「売上（税込み）」欄参照）に使用料

率７０％を乗じた使用料相当額（別表１の対応する期間の「マキシマム競

馬新聞」「原告の主張」の「主位的」欄参照） 

ウ 小結 

     改正法の施行日である令和２年４月１日以降、令和６年８月３１日まで25 

に被告らの行為により生じた損害は合計１億９２４０万２４５７円（＝ア
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＋イ）である。これらの損害に係る賠償債務は発生と同時に遅滞となるか

ら、別表１の「原告請求額合計」項の「主位的請求」における各期間に対

応する「損害額」欄記載の各金員に対する、各期間の末日である「遅延損

害金起算日」欄記載の日から各支払済みまで民法所定の年３％の割合によ

る遅延損害金を請求することができる。 5 

  ⑴－３ 弁護士費用 

ア 令和元年９月から令和６年８月までに原告が被った損害は、合計２億２

２１８万９８３５円であり、被告らの行為と相当因果関係にある損害とし

ての弁護士費用は１割相当額の２２２１万８９８４円と認められる。 

   イ 上記損害に係る賠償債務は発生と同時に遅滞となるから、上記期間の末10 

日である令和６年８月３１日から支払済みまで民法所定の年３％の割合に

よる遅延損害金を請求することができる。 

  ⑵ 被告会社に対する予備的請求（本件分配契約の債務不履行に基づく損害） 

  ア 令和２年３月末までに生じた損害（改正法施行前に生じた損害） 

    ハイブリッド競馬新聞について ２０７３万８４９８円 15 

      ハイブリッド競馬新聞の令和元年９月から令和２年２月までの被告会

社の売上（別表１の「令和元年」及び「令和２年」の「ハイブリッド競

馬新聞」における各期間に対応する各月の「売上（税込み）」欄参照）に

係る利益分配相当額（売上の７５％相当額。別表１の対応する期間の「ハ

イブリッド競馬新聞」「原告の主張」の「予備的」欄参照）。 20 

     マキシマム競馬新聞について １１７万６４１４円 

      マキシマム競馬新聞の令和元年９月から令和２年２月までの被告会社

の売上（別表１の「令和元年」及び「令和２年」の「マキシマム競馬新

聞」における各期間に対応する各月の「売上（税込み）」欄参照）に係る

利益分配相当額（売上の７０％相当額。別表１の対応する期間の「マキ25 

シマム競馬新聞」「原告の主張」の「予備的」欄参照）。 
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   (ｳ) 小結 

       改正法の施行日前である令和２年３月３１日までに被告会社の債務不

履行により原告に生じた損害は合計２１９１万４９１２円（＝(ｱ)＋(ｲ)）

である。これらは、毎月末日締め、翌月１５日払であるから、同弁済期

の経過により遅滞となる。よって、その全額に対し令和２年３月１７日5 

から改正法附則１７条３項の規定により改正前民法所定の年５分の割合

による遅延損害金を請求することができる。 

   イ 令和２年４月１日以後に生じた損害（改正法施行後に生じた損害） 

    (ｱ) ハイブリッド競馬新聞について １億５０１７万４８９２円 

ハイブリッド競馬新聞の令和２年３月から令和６年８月までの被告会10 

社の売上（別表１の「令和２年」から「令和６年」までの「ハイブリッ

ド競馬新聞」における各期間に対応する各月の「売上（税込み）」欄参照）

に係る利益分配相当額（売上の７５％相当額。別表１の対応する期間の

「ハイブリッド競馬新聞」「原告の主張」の「予備的」欄参照）。 

    (ｲ) マキシマム競馬新聞について ８４３万８０４２円 15 

マキシマム競馬新聞について、令和２年３月から令和６年８月までの

被告会社の売上（別表１の「令和２年」から「令和６年」までの「マキ

シマム競馬新聞」における上記各期間に対応する各月の「売上（税込み）」

欄参照）に係る利益分配相当額（売上の７０％相当額。別表１の対応す

る期間の「マキシマム競馬新聞」「原告の主張」の「予備的」欄参照） 20 

ウ 小結 

改正法の施行日である令和２年４月１日以降、令和６年８月３１日まで

に被告会社の債務不履行により生じた損害は合計１億５８６１万２９３４

円（＝(ｱ)＋(ｲ)）である。これらは、毎月末日締め、翌月１５日払であり、

同弁済期の経過により遅滞となるから、別表１の「原告請求額合計」項の25 

「予備的請求」における各期間に対応する「損害額」欄記載の各金員に対
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する、各期間に係る上記弁済期の翌日である「遅延損害金起算日」欄記載

の日から各支払済みまで民法所定の年３％の割合による遅延損害金を請求

することができる。 

⑶ 損害賠償金の算出に係る消費税について 

  消費税法基本通達５－２－５は、無体財産権の侵害者から権利者が収受す5 

る損害賠償金のように、実質が資産の譲渡等の対価に該当する場合には消費

税の対象となる旨規定しており、特許権侵害訴訟でも消費税を含めて計算す

るのが一般的である不競法５条２項の「利益」を算定する場合においても売

上高に消費税を含めた額を算定の基礎とすべきである。 

⑷ 推定覆滅事由等（ハイブリッド競馬新聞）について 10 

 ア 市場には多数の競馬新聞が発行されているが、原告と被告会社のデジタ

ル競馬新聞は、原告の営業秘密を使用し算出する指数を掲載しており、こ

れを特徴として販売している点で共通し競合する（甲６５～７３）。他方、

netkeiba のタイム指数は、走破タイムを基準に競走馬の能力を数値化した

ものであり、多様なデータと要素を計算に反映させて算出する IDM 指数及15 

びハイブリッド指数とは性質を異にする。ウマニティのＵ指数（乙３２）

も、原告の IDM 指数とは使用するファクターが異なり、信頼性も下回る。

したがって、需要者が他社に向かうことはない。 

 イ 被告Ｙ１は、原告の営業秘密を使用し、原告の資源を用い、原告の指示

の下に宣伝活動を行っていたものであり、被告Ｙ１の単独の営業活動にも20 

通常の範囲を超えた格別営業努力にも当たらない（被告Ｙ１が令和元年１

１月１１日に原告を退職した後、発行された書籍は１冊のみであり、退職

後のイベント出演は存在しない。）。 

 ウ 原告の営業秘密が顧客への訴求力を有していることは、被告会社及び被

告Ｙ１が、その利用についてハイブリッド競馬新聞の売上の７５％のデー25 

タ使用料を支払っていたことからも裏付けられる。 
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  （被告らの主張） 

  ⑴ 利益隠蔽に係る共同不法行為による損害について 

   ア ハイブリッド競馬新聞 

ハイブリッド競馬新聞の平成３１年１月から令和元年８月までの８か月

間の売上（経費差引前の合計額）４６００万８３７２円（甲１５の２）の5 

消費税（税率８％）抜き後の金額は４２６０万０３４４円（＝４６００万

８３７２円÷１．０８）であり、経費２３４万１８７５円（甲１５の２）

の消費税抜き額の金額は２１６万８４０２円（＝２３４万１８７５円÷１．

０８）であるから、同期間中の売上から経費を控除した金額４０４３万１

９４２円を８か月で除すると、１か月当たりの売上は５０５万３９９２円10 

である。これを前提に原告主張の損害である利益分配相当額（売上の７５％

相当額）を計算すると、５０５万３９９２円×２×０．７５＝７５８万０

９８８円となる。 

   イ マキシマム競馬新聞 

マキシマム競馬新聞の作成発行は、単独で必要とされる経費自体がほと15 

んどなく、１か月当たりの売上は１９万９２８２円であり、これに基づき、

原告主張の平成３０年３月から令和元年１０月までの損害である利益分配

相当額（売上の７０％相当額）を計算すると、２７８万９９４８円（＝１

９万９２８２円×２０×０．７）となる。 

  ⑵ 不競法及び著作権法に基づく損害について 20 

   ア ハイブリッド競馬新聞 

     令和元年度から令和５年度までのハイブリッド競馬新聞の各年度の売上

に基づいて１か月当たりの限界利益（経費率約６％、限界利益率９４％）

を計算すると、次のとおりとなる。すなわち、令和元年度４７０万９７５

１円、令和２年度２２２万９００５円、令和３年度３９０万０９８９円、25 

令和４年度３６０万１１０２円、令和５年度３１３万９９４５円である。 
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   イ マキシマム競馬新聞 

     (ｱ) 令和元年度から令和５年度までのマキシマム競馬新聞の各年の売上

は、１か月当たりの金額は次のとおりである。すなわち、令和元年度１

９万９２８２円、令和２年度２８万９４４８円、令和３年度２２万５１

４７円、令和４年度１８万４５４２円、令和５年度１６万２５１８円で5 

ある。 

(ｲ) 一般的な特許等のライセンス契約におけるライセンス料率の相場は

通常実施権３～５％程度、専用実施権１０％程度とされ（乙１３６、１

３７）、裁判例で認容された実施料率の平均は３．８％である（乙１３８）。

そうすると、被告らに営業秘密の使用があったとしても、実施料相当額10 

は４％が妥当である。売上の７０％を支払う本件分配契約も存在しない。

よって、実施料率７０％は相当でない。 

(ｳ) 被告会社は、令和５年３月３１日付けで地方競馬新聞作成・発行に係

る部門の営業を譲渡したため、同年４月１日以降、被告会社に帰属すべ

き売上は事実上発生していない。 15 

⑶ 損害賠償金の算出に係る消費税について 

  知的財産権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟において認定される損害賠

償金は、消費税法基本通達５－２－５の文言解釈及び実質論においても、消

費税の課税対象となる「資産の譲渡等」の「対価」には当たらないと解すべ

きである。被告会社は、申告・納税している消費税相当額部分からは何らの20 

利益も得ていない。また、消費税相当分は、本来的には権利者に帰属すべき

損害に当たらないから、損害額の算定に当たっては、原則的には税抜き価格

を基礎として算定すべきである。 

⑷ 推定覆滅事由等（ハイブリッド競馬新聞）について 

     被告らが使用していたデータは、ＪＲＡの公式データであり、原告の営業25 

秘密ではないから、これが使用されたことにより原告に損害はなく、そもそ
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も不競法５条２項の適用の前提を欠く。 

     仮に、同項が適用されるとしても、競馬新聞のインターネット販売という

同じ形態で、同一市場で競合品を取り扱う企業には、有料利用者数１０万人、

売上月額 1 億円を優に超え、ほぼ市場を独占しているような超巨大企業

（netkeiba）が存在する。このような巨大企業が競馬新聞を含め各種情報を5 

被告会社と同じ価格帯で提供する限り、仮に被告会社がハイブリッド競馬新

聞を作成・販売しなかったとしても、その需要が原告の競馬新聞に向かうこ

とはない。これは、被告会社が得た利益と原告が受けた損害との相当因果関

係を阻害する事情に該当するから、推定覆滅事由になる。 

    被告Ｙ１は、ハイブリッド競馬新聞を公開し平成２０年５月には有料化し10 

た後も、利用者数や売上を増やすため、１７冊もの単行本の出版、被告Ｙ１

が開発した「推定３ハロン」のデータおよびこれに基づく予想に関するサン

ケイスポーツにおけるコラムの連載、ＪＲＡや新聞社等主催のイベントへの

出演、「推定３ハロン」を進化させた「純正３ハロン」の内容の公表等を通じ、

ハイブリッド競馬新聞の差別化を図っていた。このような営業努力は、通常15 

の範囲を超えた格別の営業努力と評価されるべきである（なお、原告を退職

した後も、被告Ｙ１は、令和５年７月以降、月刊誌に記事を連載し、令和６

年４月には単行本を刊行するなどして、売上を確保している。乙９４、１２

４、１２５）。 

６ 争点５（本件分配契約及びその債務不履行の有無）について 20 

  （原告の主張） 

⑴ 原告は、被告会社に対する予備的請求の原因として、次のとおり、本件分

配契約の債務不履行を主張する。すなわち、仮に不正競争行為及び著作権侵

害行為が認められない場合でも、前記４（原告の主張）のとおり、被告会社

と原告との間には本件分配契約が存在するから、被告会社は、原告に対し、25 

ハイブリッド競馬新聞の売上の７５％を、マキシマム競馬新聞の売上の７
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０％を、それぞれ毎月末日締め、翌日１５日払いの約定で支払う義務がある。 

しかし、被告会社は、令和元年９月（マキシマム競馬新聞については平成

３０年３月）以降、同義務を全く履行していない。そこで、原告は、被告会

社に対し、本件分配契約の不履行に基づく損害賠償として、次のとおり金員

の支払を求める。 5 

   ア 令和２年３月３１日までに弁済期が到来した分 

    (ｱ) ハイブリッド競馬新聞について ２４５６万２４０４円 

      上記１か月当たりの売上額推計５４５万８３１２円の６か月分（令和

元年９月から令和２年２月まで）は、３２７４万９８７２円であり、そ

の７５％は２４５６万２４０４円である。 10 

    (ｲ) マキシマム競馬新聞について ３３６万円 

      上記１か月当たりの売上額推計２０万円の２４か月分（平成３０年３

月から令和２年２月まで）は、４８０万円であり、その７０％は３３６

万円である。 

    (ｳ) 小結 15 

      以上の合計は２７９２万２４０４円（＝(ｱ)+（ｲ））であるところ、最

も遅い履行期は、令和２年２月分の令和２年３月１５日である。同月３

１日までに発生した遅延損害金については、改正法附則１７条３項の規

定により改正前民法所定の年５分の利率となる。したがって、２７９２

万２４０４円については、その全額に対し最も遅い履行期の翌日である20 

令和２年３月１６日から年５分の割合による遅延損害金を請求すること

ができる。 

   イ 令和２年４月１日以後に弁済期が到来した分 

    (ｱ) ハイブリッド競馬新聞について １億６３７４万９３６０円 

      上記１か月当たりの売上額推計５４５万８３１２円の４０か月分（令25 

和２年３月から令和５年６月まで）は、２億１８３３万２４８０円であ
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り、その７５％は、１億６３７４万９３６０円である。 

    (ｲ) マキシマム競馬新聞について ５６０万円 

      上記１か月当たりの売上額推計２０万円の４０か月分（令和２年３月

から令和５年６月まで）は、８００万円であり、その７０％は５６０万

円である。 5 

    (ｳ) 小結 

      以上の合計は１億６９３４万９３６０円（＝(ｱ)+（ｲ））であるところ、

最も遅い履行期は、令和５年６月分の同年７月１５日である。令和２年

３月分から令和５年６月分までの各履行期は、いずれも改正法の施行日

である令和２年４月 1 日以降到来するから、遅延損害金に適用される法10 

定利率は民法所定の年３分である。したがって、１億６９３４万９３６

０円については、その全額に対し最も遅い履行期の翌日である令和５年

７月１６日から年３％の割合による遅延損害金を請求することができる。 

⑵ 本件分配契約の法的性質等 

ア 本件分配契約は、原告のノウハウ、データ、システム、従業員等の資源15 

の使用の対価として収益の一定割合を支払う非典型契約である。実態に即

すと、被告会社の業務は原告の業務の一部門として行われているから、収

益は原告の収益であり、売上の２５％は、原告から被告Ｙ１に対する報酬

である。 

イ 会社である被告会社が売上の７５％もの多額の金銭を原告に無償で贈与20 

することは経済合理性がないから、本件分配契約は、贈与契約ではない。 

ウ 本件分配契約において金銭を支払っているのは被告会社であるから、被

告会社を受任者とする準委任契約であるということはできない。 

 （被告らの主張） 

  ⑴ 原告は、原審において本件分配契約に基づく請求をしていないから、控訴25 

審において同契約に基づく請求を追加することができないというべきである。 
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⑵ 仮に、請求の追加が許されたとしても、本件では、前記４（被告らの主張）

のとおり、そもそも本件分配契約は成立していない。 

⑶ 仮に、本件分配契約が成立したとしても、被告会社は、原告のシステム等

を使用せずに独自にハイブリッド競馬新聞を発行する一方、原告が実質的に

負担したのは月額数千円程度の電気代くらいであるから、売上の７５％相当5 

額を支払うのは、実態は贈与契約である。 

被告会社代理人は、原告に対し、令和元年１０月２８日到達の書面（甲４、

乙１３１）により、今後一切支払に応じないことを通知し、前記贈与を撤回

した（民法５５０条）。 

  ⑷ 仮に、贈与契約でないとしても、本件分配契約を含むハイブリッド競馬新10 

聞の発行に関しては、原告が委任者、被告会社を受任者とする有償準委任契

約に類似した無名契約関係である。 

    被告会社は、令和元年１０月２８到達の書面により、民法６５１条に基づ

き当該無名契約を解除した。 

第４ 当裁判所の判断 15 

 １ 当裁判所は、前記第２の１⑵及び⑷の原告の各請求（ア－1、ア－２、ウ－１

及びウ－２）について、次のとおり判断する。 

ア－１については、被告らが、共謀の上、不正の利益を得る目的で原告の営

業秘密である本件情報を使用した行為は不正競争行為（不競法２条１項７号）

に該当するから、原告の被告らに対する本件情報を競馬レース情報の作成・販20 

売に使用・開示すること等の差止請求（控訴の趣旨４項〔５項の請求を包摂す

る。〕）、本件情報に関するプログラム及びデータが記録された記録媒体からの

当該プログラム及びデータの削除請求（控訴の趣旨７項）、本件情報３及び４に

関するデータが記載された印刷物の廃棄請求（控訴の趣旨８項）の限度で理由

があり、また、 25 

ア－２については、本件プログラムは、原告の著作物ではあるが、創作性が
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認め難いから、原告の被告らに対する著作権法に基づく本件プログラムを競馬

レース情報の作成・販売に使用・開示すること及び本件プログラムの複製・翻

案の差止請求等（控訴の趣旨２項、３項、５項〔本件プログラムに係る部分〕）、

著作権法に基づく本件プログラムの記録媒体からの削除請求（控訴の趣旨６項）

は理由がなく、 5 

ウ－１については、被告らの共同不法行為による損害賠償請求及び不競法に

基づく損害賠償請求（被告会社に対する主位的請求）（控訴の趣旨９項、当審に

おける請求拡張・追加部分）は、１億５０３９万９４５６円並びにこれに対す

る年ごとの各内金に対する遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があり、

著作権法に基づく損害賠償請求は理由がなく、 10 

ウ－２については、被告会社の債務不履行による損害賠償請求（控訴の趣旨

１０項、当審における請求追加部分）は、ウ－１を超える認容額は認められな

いから理由がない。 

よって、原告の各請求は、前記の限度で認容し、その余の請求を棄却すべき

ものである。 15 

   その理由は、以下のとおりである。 

２ 争点１（不競法違反）及び争点３（利益分配に係る共同不法行為） 

２－１ 争点１－１（本件情報は営業秘密〔不競法２条６項〕に当たるか）につ

いて 

 ⑴ 前提事実（原判決を前記のとおり補正し引用した後のもの。以下同じ。）に20 

加え、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。 

  ア 本件情報１（IDM 指数作成プログラム〔本件プログラム〕及び指数作成

手法）及び本件情報３（IDM 構成要素データ） 

   (ｱ) IDM 指数作成プログラム(本件プログラム)及び指数作成手法は、●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●25 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●から
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構成される。IDM 指数作成の工程においては、●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●5 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●（以上、⒜）。競馬レースの結果に影響を与えるであろう様々な要素の

中から考慮要素となるべき項目を選択し、その点数化を行った内容は、

原告の考案によるものである。その後、●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●10 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●（以

上、⒝）。この計算式も原告の考案によるものである。（以上につき、前

提事実⑷、甲７、２６、５２、７４、７５、１１２、原審証人Ｂ） 

(ｲ) そして、前記各構成のうちの●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●15 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●（甲７５、７６、１２９20 

～１３３）。 

また、前記各構成のうちの●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●（甲７、２６、５２、６２）。計算式の概要は、25 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



 31 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●（甲７５、「各種プロググラムの説明④」参

照）。 

(ｳ) 以上のとおり、原告は、本件情報１及び３を使用して、① 各レース5 

結果から考慮要素を抽出し、その中身を数値化した点数を計算要素とし

て、独自のロジックとデータとプログラムに基づき、競走馬及びレース

ごとに、勝ち馬予測計算による総合得点を算出している（IDM 結果値。

レース結果の数値化）。次に、② 開催されるレースに出走する競走馬に

ついて、過去直近のレースのうち、開催されるレースの走行条件（馬場、10 

距離など）に類似するデータ IDM を抽出し、これを前提に、さらに独自

に選定した IDM 構成要素について、レースの条件を勘案した補正を２回

行い、最終的には、予想者個人の能力により予想値となる数値を決定し

て順位を付け、IDM 指数として読者に提示している（IDM 予想値。レース

予想）。このように IDM 予想値の決定は、過去の出走レースの IDM 結果値15 

の総合得点を参考に、予想者の経験により設定されるのであって、IDM 予

想値の作成には IDM 計算式は用いない。（甲２６、原審原告代表者本人尋

問の結果、弁論の全趣旨） 

   イ 本件情報２（デジタル競馬新聞作成システムプログラム） 

     デジタル競馬新聞作成システムプログラム（甲７、５２）は、●●●●20 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●（甲１２25 

６、１３４、１３５、１３９～１４１）である。 
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ウ 原告においては、競馬レースの結果を従業員全員で入力するため、本件

情報１～３等を含むプログラムやデータベースから成る原告のシステムに

ついては、従業員全員がアクセスすることができるようになっているが、

原告の競馬新聞や競馬データサービスの根幹をなすため社外秘となってい

る。また、これらは、原告社内のコンピュータ及びサーバー並びにクラウ5 

ドに格納され、① 社内 ID 及びパスワードを入力しないとアクセスする

ことができず、② 退職者がいる場合には、一斉にパスワードが変更され

ている。（甲８３、原審証人Ｂ） 

エ 本件情報の作成経緯等 

従前、Ａは、株式会社競馬サイエンスを経営して紙媒体による競馬新聞10 

を発行し、レース結果の予想を数値で表示していたが、Ａが命令し、従業

員のＣやＦが担当して、「IDM 結果指数作成プログラム」及び「デジタル競

馬新聞作成プログラム」が開発された。平成１０年６月には原告が設立さ

れ、原告は、IDM 指数を掲載したインターネットによる競馬新聞を発行す

るようになった。（甲８３、原審証人Ｂ、原審原告代表者本人尋問の結果、15 

弁論の全趣旨） 

また、原告は、特定の勝敗要素を重視する競馬ファンのニーズに応える

ため、重視する勝敗要素を違えて IDM 予想値に修正を加えた複数の勝利予

想指数を作成しており、これを他社の新聞・雑誌に提供したり、従業員が

形式的に設立した会社において別の新聞を発行したりする方法により発表20 

してきた。そして、従業員が形式的に会社を設立する場合、これらの会社

は、売上の７０％を原告に支払うこと等を条件に、原告のデータやノウハ

ウの使用が認められたが、作業自体は、原告の社内で原告の従業員により

行われており、例えば、原告の従業員が平成１４年８月に設立した有限会

社ゲットラックは、「競馬チェック」「ストライド競馬新聞」を発行し、原25 

告の従業員が平成１５年３月に設立した有限会社データボックスは、競馬
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予想関連システムの受注業務を行ってきた。（甲３、８２） 

平成１７年１月、Ａは、より低額な料金によるインターネット競馬新聞

の発刊を計画するようになり、原告の従業員であるＣ、Ｂ、Ｇがプログラ

ムを作成して、同年１０月２２日、ハイブリッド競馬新聞の発刊を無料で

開始した。被告Ｙ１は、同年１月から原告に出入りし、同年４月に原告に5 

入社していたが、平成１８年２月２０日、被告Ｙ１を代表者とする被告会

社が設立され、被告会社において、ハイブリッド競馬新聞を発行するよう

になった。被告会社の資本金は、被告Ｙ１が親族から調達して出資したが、

被告会社設立後も、被告Ｙ１は原告の従業員として給与の支払を受けてお

り、ハイブリッド競馬新聞の発行作業自体は、被告Ｙ１を含む原告の従業10 

員らが、原告の社内で原告の設備を利用して行っていた。また、平成１９

年３月頃には被告Ｙ２が原告に入社した。そして、平成２０年５月のハイ

ブリッド競馬新聞の有料化に伴い、被告会社は、売上の７０％を原告に支

払うようになり、同年１１月以降は売上の７５％を原告に支払うようにな

った。なお、原告は、地方競馬新聞を作成発行したことがないが、被告会15 

社は、平成２９年１０月以降、地方競馬に係るマキシマム競馬新聞を作成

発行（平成３０年２月から有料化）するようになった。（甲２５、２６、８

２、８３、乙７） 

⑵ 以上の認定事実によれば、本件情報１（IDM 指数作成プログラム〔本件プ

ログラム〕及び指数作成手法）及び本件情報３（IDM 構成要素データ）は、レ20 

ース結果における考慮要素に係るデータを数値化した点数を計算要素とし、

原告独自のロジックとデータとプログラムに基づき競走馬及びレースごとの

総合得点を算出して数値化し、これを前提に、開催されるレースの条件も勘

案した補正等を加えて予想値となる数値を IDM 指数（IDM 結果値）として算

出するものであり、これに基づき、原告独自のレース予想値として、IDM 予25 

想値を原告が発行するインターネットによる競馬新聞に掲載しているのであ
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るから、本件情報１及び３は、「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」

（不競法２条６項、有用性）に該当する。また、本件情報１及び３は、「社外

秘」とされて原告社内のコンピュータ等に格納され、業務の必要から従業員

全員がアクセスすることができるが、社内 ID 及びパスワードの入力を必要

とし、退職者がいる場合には一斉にパスワードが変更されるのであるから、5 

「秘密として管理され」かつ「公然と知られていないもの」（不競法２条６項。

秘密管理性、非公然性）に該当する。よって、本件情報１及び３は、原告の

営業秘密に該当するというべきである。 

  また、本件情報２は、原告の発行するインターネットによる競馬新聞を作

成するためのプログラムであるから、本件情報２は「事業活動に有用な技術10 

上又は営業上の情報」（不競法２条６項、有用性）に該当し、本件情報１及び

３と同様の情報管理がされているから、「秘密として管理され」かつ「公然と

知られていないもの」（不競法２条６項。秘密管理性、非公然性）に該当する。

よって、本件情報２は、原告の営業秘密に該当するというべきである。 

  また、本件情報４（顧客管理名簿）は、形式的には被告会社に帰属する情15 

報であるが、前記認定したところに照らせば、被告会社は実質的には原告の

一事業部門であったというべきであり、その性質に照らし、本件情報１から

３までと同様の情報管理がされていたことが推認されるから、原告の営業秘

密に該当するものというべきである。 

  したがって、本件情報は、原告の営業秘密に該当する。 20 

  ⑶ 被告らの主張について 

   ア 被告らは、本件情報１は、サポート等のない OS の WindowsXP や Access97

を使用している上、本件情報１及び３は、単なるデータと個人の経験に基

づくものであるから、有用性はないなどと主張する。しかしながら、前記

のとおり、本件情報１及び３は、原告独自のロジック等に基づいて競走馬25 

の総合得点を算出し、開催レースの条件も勘案した補正等を加えて IDM 予
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想値を提供する前提となる IDM 結果値を算出するためのプログラム等であ

る。IDM 予想値自体は、予想者の経験に基づくものだとしても、その基礎

となる IDM 結果値は、原告が独自に考案した考慮要素及び数値化の内容並

びにこれを実行するプログラム（本件情報１）によって算出されるのであ

るから、本件情報１の有用性はあるというべきであり、使用される OS 等の5 

サポート期間が切れていることは、有用性を否定する理由にはならないと

いうべきである。よって、被告らの主張を採用することはできない。 

   イ 被告らは、競馬新聞の作成に利用する公式データは、ＪＲＡのものであ

り、原告の営業秘密ではないと主張する。しかしながら、原告は、本件情

報１及び３により、公式データから IDM 指数作成のために必要となる考慮10 

要素に応じたデータ等を抽出し、IDM 結果値を作成するのであるから、公

式データそれ自体は原告の営業秘密とはいえないとしても、IDM 構成要素

となるデータとして項目毎に整理された後のデータは、単なる公式データ

ということはできないというべきである。よって、被告らの主張を採用す

ることはできない。 15 

   ウ 被告らは、原告においては、平成１１年発行の書籍（乙１４０）及び平

成１７年初版の書籍（乙１４２）で IDM 指数及び IDM構成要素データに係

る情報（計算イメージを含む。）を公開し説明しており、公式データに基づ

き同程度のシステム構築や競馬新聞の作成は容易に可能であるから、本件

情報１及び３は非公然性を欠くと主張する。 20 

     これについて、原告は、時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下の

申立てをする(民事訴訟法１５７条１項)。しかし被告らの前記主張は、そ

の内容に照らし、訴訟の完結を遅延させるものとは認められないから、原

告の申立てを却下することとし、以下、これについて判断する。 

     すなわち、被告らの提出する証拠（乙１４０、１４２）には、計算式で25 

ある「IDM=○A 中心値（60 芝、55D）＋（基準タイム－走破タイム）×距離指
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数＋斤量補正（馬齢戦、別定戦、ハンデ戦）＋○B 馬場補正＋○C 不利＋コー

ス取り＋脚色の補正＋○D ペース補正」を含め、指数作成手法や各考慮要素

等が記載されているものの、全て開示するものではなく、IDM 構成要素の

数値の計算方法を開示するものでもない。したがって、これらの証拠の記

載から前記⑴アに掲記するものと同程度のシステム構築をすることができ5 

るものとはいえず、本件情報１及び３の非公然性は否定されないというべ

きである。よって、被告らの主張を採用することはできない。 

   エ 被告らは、公式データを取得し、汎用性のある市販のソフトを使用すれ

ば競馬新聞を容易に作成することができるから、本件情報２は有用性も非

公然性もないと主張する。しかしながら、本件情報２は、前記⑴イのとお10 

り、原告のシステムにおいて社外秘とされ、原告の発行するインターネッ

トによる競馬新聞を作成するためのプログラムであるから、その有用性や

非公然性が否定されるものとはいえない。よって、被告らの主張を採用す

ることはできない。 

⑷ 以上により、本件情報は、原告の営業秘密に該当するものと認めるのが相15 

当である。 

２－２ 争点１－２（被告らは、本件情報を不正の手段により取得等し〔不競法

２条１項４号〕、又は図利加害目的で使用した〔同項７号〕か）、争点３（被告

らに利益分配に係る共同不法行為があったか）について 

 ⑴ 前提事実及び前記認定事実に加え、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、20 

以下の各事実が認められる。 

  ア 前記２－１⑴エのとおり、原告は、従業員が開発した本件情報１（IDM 指

数作成プログラム及び指数作成手法）、本件情報２（デジタル競馬新聞作成

システムプログラム）及び本件情報３（IDM 構成要素データ）などのプロ

グラムやデータからなる原告のシステムを使用して、平成１０年６月の設25 

立以降、IDM 指数を掲載したインターネットによる競馬新聞を発行してき
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た。また、原告は、平成１４年、平成１５年には、原告の従業員が形式的

に会社を設立することを認め、売上の７０％を原告に支払うこと等を条件

に原告のデータやノウハウを使用することを認めてきた。そして、原告は、

平成１７年、原告の従業員が開発したプログラム等を使用してハイブリッ

ド競馬新聞を作成発行するようになった。平成１８年２月２０日には、被5 

告Ｙ１を代表者とする被告会社が設立されハイブリッド競馬新聞を作成発

行するようになった後も、ハイブリッド競馬新聞の発行作業は、原告の社

内で、原告の設備を利用して行われていた。平成２０年５月には、ハイブ

リッド競馬新聞が有料化され、被告会社は、売上の７０～７５％を原告に

支払うようになった。なお、原告は、地方競馬新聞を作成発行したことが10 

ないが、被告会社は、平成２９年１０月以降、地方競馬に係るマキシマム

競馬新聞を作成発行（平成３０年２月から有料化）するようになった。（甲

３、２５、２６、８２、８３） 

  イ 原告のシステムと被告会社のシステムとの関係 

(ｱ) 原告のシステムのデータベース●●●●●●●●●●●●●●●●15 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●が多数存在しており（甲８８、９０～９４）、原告のデー

タが参照されるなどしていた。 

また、原告のシステムの関数中には、例えば、ハイブリッド競馬新聞

を作成するための関数である●●●●●●●●●●●●●●●●●●●20 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●が存在しており（甲８９、９６）、その他にも、例えば、原告のインタ

ーネットによる競馬新聞を作成するためのマクロのプログラム指令であ

る（省略）。 

 さらに、原告のインターネットによる競馬新聞を作成するためのマク25 

ロのプログラム指令である●●●●●●●●●●●●●●（甲９７）等
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においても、① 原告の競馬新聞作成指令の途中に、② ハイブリッド

競馬新聞作成指令が組み込まれ、WEBDB 中の原告のデータが参照使用さ

れるなどしている（甲９７～１０５）。これらの事実は、被告会社のハイ

ブリッド競馬新聞の発行作業が、原告のシステムを利用する形で行われ

ていたことを裏付けるものである。 5 

(ｲ) 他方、地方競馬に関しては、同様の事実を認めるに足りる証拠はない

（甲５２の「８.IDM 指数計算式比較資料」名のフォルダ下の「新聞作成

プログラム」フォルダ下の「②地方競馬馬柱作成」フォルダ中にも、原

告のシステムのデータベースやプログラムにおいて、被告会社のマキシ

マム競馬新聞の作成に用いられるデータが存在したり、プログラムが組10 

み込まれたりしていることをうかがわせるような記載は見当たらない。）。 

   ウ 被告会社は、平成２４年３月頃、被告会社のパソコンの OS を Windows7

に更新した際、プログラム言語を JAVA から被告Ｙ２の使い易い C#言語に

変更した（弁論の全趣旨）。被告会社は、その後も、C#言語に変更されたプ

ログラムを用いて、ハイブリッド競馬新聞の作成発行を続けた。 15 

     なお、原告においても、平成３０年３月頃から、Azure 上にシステムを

構築しデータベースを移行することが検討されるようになり、従業員のＢ、

Ｃ、Ｄ及び被告Ｙ２等において、SQL サーバーの使用について検討が重ね

られ、令和元年５月には、VAN データを格納するテーブルが SQL サーバー

に作られた。しかし、原告が従前利用してきた Access97 には SQL サーバー20 

と接続する機能がなく、Access97 の VAN データや、参照用の多様なデータ

テーブルを SQL サーバーにアップロードすることは著しく困難であったた

め、結局、運用には至らなかった。原告は、現在も、データベースについ

ては、Access97 の使用を継続している。（乙４１～５２） 

エ 原告は、令和元年６月、被告会社の経費が高額となっていたことから、25 

経費の水増しを疑い、Ｅにおいて、同月６日、被告Ｙ１と喫茶店で面談し
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た。Ｅが、被告Ｙ１に対し、被告会社の売上及び経費についての説明や、

通帳の写し等の関係資料の開示を求めたところ、被告Ｙ１は、マキシマム

競馬新聞の売上を原告への支払に関して計上していないことや、被告会社

の預金口座を新たに複数開設していることを認めた。このため、Ｅは、通

帳を開示するよう求めたが、被告Ｙ１は、これに応じなかった。同月１７5 

日にＥと被告Ｙ１の面談が再度実施された後は、被告Ｙ３が本件に関して

原告に連絡したり、同月１８日に被告Ｙ３が被告Ｙ１とともにＡと面談し

たりするなど、被告Ｙ３が介入するようになり、Ａに対し、被告Ｙ１の仕

事を引き受けると述べるなどした。（甲２６、７７、８２） 

  なお、被告Ｙ３は、平成２６年２月に設立された株式会社ＴＤＳの代表10 

取締役であり、被告Ｙ２は同社の取締役に、被告Ｙ１は同社の監査役に、

それぞれ就任している（甲２１）。被告Ｙ３は、「ｙ」のペンネームで競馬

に関する記事や書籍を執筆しており（甲１８）、同社は、有償で競馬に関す

る情報を提供している（甲１９、２０）。同社の本店所在地は、本件訴訟に

おける被告Ｙ２の肩書住所と同じである（甲２１）。 15 

オ 被告Ｙ２は、令和元年７月１７日、「古い Access97 のデータを Azure 上

の SQLserver に持って行きたい」として「レコード数少なければ Excel 経

由でも無理やり出来ますが…２０万レコードだと、それ無理。」（甲１１３）

などと方法を模索し、結局「.net」を使い、Dataset で Access と SQL server

の「アダプタを作成」し「GetData で全レコードを取得して foaeach でひ20 

たすら回」せば「１万レコード５分位のペースでアップされて中。」（甲１

１３）であるとして、Access97 の大量のデータを SQL server に複製した。

被告会社は、複製されたデータベースを利用し、ハイブリッド競馬新聞等

の発行作業を続けた。 

カ 被告Ｙ１と被告Ｙ２は、本件パソコン等を使用して、被告会社の提供す25 

るハイブリッド競馬新聞及びマキシマム競馬新聞の発行業務等に従事して
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いたが、令和元年１０月２７日深夜から同月２８日未明までに、原告の社

内から本件パソコン等や私物を搬出し、同年１１月１１日頃、原告を退職

した（前提事実⑸）。 

キ 被告会社は、令和元年１１月１日以降も、インターネットによる競馬新

聞として、中央競馬に関するハイブリッド指数を掲載したハイブリッド競5 

馬新聞及び地方競馬に関するマキシマム競馬新聞の発行を継続している。 

ク 原告の発行するインターネットによる競馬新聞と、被告会社の発行する

ハイブリッド競馬新聞は、いずれも競走馬ごと及びレースごとに１走前か

ら４走前までのデータ（概ね、開催レースの１年以内程度のものと認めら

れる。甲６９～７３、乙３３、３４）が参照されている。 10 

そして、原告の発行するインターネットによる競馬新聞における IDM 指

数、被告会社の発行するハイブリッド競馬新聞におけるハイブリッド指数

と他社の指数とを比較した結果によれば、令和元年１１月３日[東京]（甲

６９）、令和２年６月２８日[阪神]（甲７０）、同年１２月２７日[中山]（甲

７１）、令和３年１月５日[中山]（甲７２）、同年６月２７日[札幌]（甲７15 

３）における IDM 指数とハイブリッド指数とは、いずれの時点においても、

強い類似性・相関性があり、他社の指数とは異なる傾向を示していること

が認められる。 

  また、原告の発行するインターネットによる競馬新聞における IDM 指数

と、被告会社の発行するハイブリッド競馬新聞におけるハイブリッド指数20 

とを、令和３年１２月２６日[中山]、同月２８日[中山]及び令和４年２月

２０日[東京]（乙３３、３４）について比較しても、大きく乖離するもの

ということは困難である。被告会社のハイブリッド指数が、その後、原告

の IDM 指数と明らかに異なる傾向を示すようになったことを窺わせるに足

りる主張立証はない。 25 

  ⑵ 以上の認定事実によれば、原告は、従前から、原告の従業員が形式的に会
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社を設立することを認め、売上の７０％を原告に支払うこと等を条件に原告

のデータやノウハウその他原告の物的・人的設備を使用することを認めてい

たのであり、平成１８年２月に被告Ｙ１を代表者として設立された被告会社

におけるハイブリッド競馬新聞の発行も、その実体は原告の従業員が従前と

同様の方法でハイブリッド競馬新聞の発行を継続していたにすぎない。そし5 

て、平成２０年５月にハイブリッド競馬新聞が有料化された後は、被告会社

から、原告に対し、約１０年余の長期にわたり、その売上の７０～７５％が

原告に支払われていたことがそれぞれ認められるから、原告と被告会社間に

おいては、売上の７０～７５％相当額を支払うことを条件として、原告のシ

ステムであるプログラムやデータを含む原告の物的・人的設備を使用するこ10 

とを認める旨の黙示の合意による本件分配契約があったものと推認される。 

また、認定事実によれば、ハイブリッド競馬新聞の作成には原告のシステ

ムが使用されていたものであり、平成２４年３月頃には、被告会社のシステ

ムのプログラム言語が変更されたものの、ハイブリッド競馬新聞の作成は引

き続き原告の社内で原告のシステムを使用して行われていたこと、被告Ｙ１15 

及び被告Ｙ２が原告を退社した後の令和元年１１月以降も、原告の発行する

インターネットによる競馬新聞における IDM 指数と、被告会社の発行するハ

イブリッド競馬新聞におけるハイブリッド指数とは類似性・相関性があるこ

とが認められる（甲６９～７３）。これらの経緯に照らすと、令和元年１１月

以降、令和６年８月末までの間においても、被告会社のハイブリッド競馬新20 

聞は、原告の営業秘密である IDM 指数作成のための具体的な考慮要素及びそ

の数値化並びにその計算を実行するためのプログラムを利用して発行されて

いたことが推認されるというべきである。 

しかるところ、被告Ｙ１及び被告Ｙ２の退社に至る経緯等をみると、令和

元年６月頃、被告会社の経費が高額になったことを不審に感じたＥが被告Ｙ25 

１と面談し、通帳の写し等の関係資料の開示を求めても、被告Ｙ１はこれに
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応じず、程なくして、被告Ｙ３が、原告と被告Ｙ１との面談に出席するよう

になったり、被告Ｙ２が、同年７月頃、原告の Access97 の大量のデータを被

告会社の用いる Azure 上の SQLserver に複製したりする中、被告Ｙ１と被告

Ｙ２は、同年１０月２７日深夜から同月２８日未明には、本件パソコン等や

私物を原告の社内から搬出して、同年１１月１１日頃原告を退職するに至っ5 

たこと、被告会社は、その後もハイブリッド競馬新聞の発行を継続し利益を

得ていることが認められる。なお、被告Ｙ３は、自らも「ｙ」の名前で競馬

情報を有償で提供するなどしており、遅くとも株式会社ＴＤＳを設立した平

成２６年２月の時点では被告Ｙ１と被告Ｙ２を同社の役員に就任させ、被告

Ｙ２の住所を同社の本店所在地とするような関係にあったのであるから、令10 

和元年６月頃の前記面談の数年前から被告Ｙ１及び被告Ｙ２とは密接な関係

にあり、両名の原告からの退社及び独立についても関与していたことが強く

推認されるというべきである。 

これらの事実を総合すると、被告らにおいては、共謀の上、被告Ｙ１及び

被告Ｙ２の原告からの退職前においては、財産を隠匿するなどして同年９月15 

及び１０月における被告会社の原告に対するハイブリッド競馬新聞の売上の

７５％相当額の支払を免れさせ（民法７０９条、７１９条）、また、原告から

の退職後においては、同年１１月以降もハイブリッド競馬新聞の発行を継続

することにより不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で原告の

営業秘密を使用した（不競法２条１項７号）ものと認めるのが相当であり、20 

これを覆すに足りる証拠はない。 

他方、前記⑴ア、イ(ｲ)のとおり、被告会社は、平成２９年１０月以降、地

方競馬に係るマキシマム競馬新聞を作成発行（平成３０年２月から有料化）

しているが、原告は地方競馬に係る競馬新聞を作成発行したことはない。原

告のシステムにおいて、マキシマム競馬新聞の作成に用いられるデータが存25 

在したり、プログラムが組み込まれたりするなど、被告会社がマキシマム競
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馬新聞の作成において原告のシステムを使用していたことを窺わせるような

証拠も提出されていない。ただし、令和元年１０月以前においては、マキシ

マム競馬新聞の発行は、原告の社内の設備を利用して行われていたのである

から、被告会社は、原告に対し、本件分配契約に基づき、少なくともその売

上の７０％相当額を支払う義務があり、これを履行しなかったことによる損5 

害賠償責任を免れないというべきである。しかし、同年１１月以降は、被告

会社において、本件情報等を利用してマキシマム競馬新聞を作成していたこ

とを認めるに足りる証拠がない以上、不競法違反行為があると認めることは

できないから、その余の点について判断するまでもなく、マキシマム競馬新

聞の作成に関し、原告の不競法に基づく請求は認められない。 10 

  ⑶ 被告らの主張について 

   ア 被告らは、被告会社においては、データの一部を「hb」の名称を付して

原告の「WEBDB」に保存し使用していたが、同データも公式データに基づく

ものであったこと、原告の指摘するプログラム（甲９５等）は、ハイブリ

ッド競馬新聞の作成に必要な被告会社のデータを検索抽出し、「WEBDB」内15 

のテーブルに集約してセットするだけの指令であることから、ハイブリッ

ド競馬新聞の作成について被告会社が原告のシステムに依拠していたこと

はないと主張する。しかしながら、前記認定のとおり、元々、ハイブリッ

ド競馬新聞は、原告のシステムに依拠し、原告の従業員が作成したプログ

ラムを使用して作成発行が開始され、被告会社が設立された後も、平成２20 

４年におけるプログラム言語の変更の前後を通じて、原告のシステムを引

き続き利用しながら作成発行されてきたものと認められるから、被告らの

主張を採用することはできない。 

   イ 被告らは、被告会社においては、平成２５年以降、C#言語に変更してハ

イブリッド競馬新聞のプログラムを作成したから、同プログラムは被告会25 

社に帰属すると主張する。しかしながら、平成２４年３月の C#言語への変
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更を含め、令和元年１０月までの間、被告会社のハイブリッド競馬新聞の

作成に係る業務は、実質的には、原告の一事業部門の業務として、原告の

社内において原告の従業員により行われたと認められるから、被告らの主

張は前提を欠き、採用することはできない。 

   ウ 被告らは、被告Ｙ２の令和元年７月の投稿（甲１１３）は、原告におい5 

て、平成３０年３月頃に Azure でシステムを構築し、SQL サーバーを使用

することとしたことに基づき、被告Ｙ２が同業務を遂行する際にしたもの

であるなどと主張する。しかし、被告Ｙ２の投稿（甲１１３）は、他のシ

ステム開発担当となり得る原告の従業員に向けたものではない上、前記⑴

ウのとおり、原告における Azure でのシステム構築の試みは、原告が従前10 

利用してきた Access97 の VAN データや、参照用の多様なデータテーブル

を SQL サーバーにアップロードすることが著しく困難であったことなどか

ら、結局、運用には至らなかったことが認められるから、前記証拠（甲１

１３）を原告の業務に関するものと評価することはできず、被告らの主張

を採用することはできない。 15 

   エ 被告らは、令和元年１１月以降の被告会社のシステムが原告のシステム

と異なるものであることを示す証拠として乙２８の１～３を提出する。し

かしながら、被告らがハイブリッド指数の算出プログラムと主張する乙２

８の１は、ハイブリッド指数を算出する関数の手順・手法等について具体

的な記載がされているものとは認められない。また、被告らがデータ作成20 

プログラムと主張する乙２８の２は、公式データの追加や、原告の開発し

たデータ「テン・上がり・ペース指数」の実施に係るものなどであり、被

告会社のシステムのデータを作成するものと解することは困難である。そ

して、被告らが競馬新聞作成プログラムであると主張する乙２８の３も、

新聞レイアウトに必要なデータを出力するためのコードであり、新聞を作25 

成するプログラム自体とはいい難い。これらの証拠は、被告会社のシステ
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ムが原告のシステムに依拠し、原告の営業秘密を利用していないことを示

すに足りるものではないから、被告らの主張を採用することはできない。 

   オ 被告らは、原告の競馬新聞と被告会社のハイブリッド競馬新聞における

公式データ以外の独自のデータ項目を比較しても、重複しておらず、被告

会社は、原告の IDM 構成要素データは使用していないなどと主張する。し5 

かしながら、前記のとおり、被告会社は、令和元年１０月までは、ハイブ

リッド競馬新聞の作成において原告のシステムを利用していたものと認め

られ、被告Ｙ１及び被告Ｙ２が原告を退職したことにより、使用される被

告会社のシステムが変更されたものと認めることもできないこと、また、

前記のとおり、令和元年１１月以降も、IDM 指数とハイブリッド指数との10 

間には類似性・相関性があることが認められること、被告らが、本件口頭

弁論終結時に至るまで、被告会社による具体的なハイブリッド指数作成手

法を開示していないことなどからすると、被告らの主張を採用することは

できないというべきである。 

   カ 被告らは、被告Ｙ１には勝ち馬予想に関する知識やノウハウ等があった15 

から、被告会社には原告との間で売上の７５％という過大な利益分配の契

約を締結すべき合理的理由はないなどと主張する。しかしながら、前記⑴

アのとおり、原告は、従前から、原告の従業員が会社を設立し売上の７０％

を原告に支払うこと等を条件に原告のデータやノウハウを使用することを

認めてきた経緯があること、ハイブリッド競馬新聞は、平成１７年４月に20 

被告Ｙ１が入社する以前から原告において作成することが計画され、原告

の従業員が開発したプログラム等を使用して同年１０月から作成発行され

るようになり、その後、被告会社が設立されて、ハイブリッド競馬新聞の

作成発行を担当するようになり、平成２０年５月に有料化された後は、令

和元年９月頃までは、任意に売上の７０～７５％を原告に支払ってきたこ25 

とが認められる。被告Ｙ１は、被告会社が平成１８年２月に設立（甲２）
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された４か月後の同年６月に発行された書籍（乙１）においては、「ＪＲＤ

Ｂ入社後は、Ａの英才教育の元、ひたすら現場修行（脚元担当）に励む日々」

「取材では、馬見の天才・Ｅの下で馬見の勉強中」などと紹介されていた

のであり、平成２０年５月の時点でも、被告Ｙ１がＥやＡから指導を受け

る立場にあったという関係性に変わりはなかったはずである。これらの事5 

実を踏まえると、被告会社が、ハイブリッド競馬新聞の作成に当たり、売

上の７５％（マキシマム競馬新聞については、売上の７０％）を原告に支

払うことを約したとしても、必ずしも不合理とはいえない。よって、被告

らの主張を採用することはできない。 

     被告らは、被告会社が原告に支払を継続してきたのは、ＡやＥによる脅10 

迫、恐喝によるなどとも主張する。しかしながら、被告らの主張する各機

会にＡやＥが被告Ｙ１を脅迫したことを認めるに足りる証拠はなく、被告

らの同主張を採用することはできない。 

  ⑷ 以上により、被告らにおいては、共謀の上、令和元年９月及び１０月にお

ける被告会社の売上から原告への分配金の支払を免れさせたという利益隠蔽15 

に係る共同不法行為をし、また、同年１１月以降は、共謀の上、不正の利益

を得る目的又は原告に損害を加える目的で原告の営業秘密（本件情報）を使

用したという営業秘密の使用に係る不競法違反行為をしたものと認められる。 

 よって、ハイブリッド競馬新聞に係る請求については、前記令和元年９月

及び１０月における利益隠蔽に係る共同不法行為に基づく請求のほか、不競20 

法３条に基づき差止、廃棄及び損害賠償を求める原告の各請求は理由がある。

他方、マキシマム競馬新聞に係る請求については、令和元年９月及び１０月

分の利益隠蔽に係る共同不法行為に基づく請求には理由があるが、マキシマ

ム競馬新聞の作成発行につき、被告らに不競法３条違反行為があることを認

めるに足りる的確な証拠がない以上、マキシマム競馬新聞に係る不競法に基25 

づく原告の請求は理由がない。 
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 ３ 争点２（著作権法違反） 

   争点２－１（本件プログラムは原告の著作物として保護されるか）について 

    本件プログラムは、前記２－１⑴ア、エのとおり、●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●から構成され、原告がインターネットに5 

よる競馬新聞を作成するためのシステムとして原告の従業員により作成された

ことが認められる。 

しかしながら、本件プログラムが、アイデアとは別に、プログラムの具体的

記述において、指令の組合せを創作的に表現したものとして保護するに足りる

ものということができないことは、原判決の「事実及び理由」中、第４の３⑴10 

（原判決１８頁１３行目から１９頁１３行目まで）に記載のとおりである。な

お、原告は、本件プログラムにおいては、Excel 及び Access 上の各計算を行う

に当たり、抽出する項目の組合せ、抽出された項目の処理、計算方法等原告独

自の発想に基づいているなどと主張するが、本件において、本件プログラムが、

Excel 及び Access のマクロ計算を利用する指令の表現自体、指令の表現の組合15 

せ、表現順序から成るプログラム全体の選択の幅において、ありふれた表現で

はなく、作成者の個性が表れているものとまで認めることはできない。 

よって、本件プログラムが原告の著作物として保護されるものということは

できず、原告の被告らによる著作権侵害行為に基づく請求は、いずれも理由が

ない。 20 

 ４ 争点４（損害の発生及びその額）について 

  ⑴ 以上によれば、被告らは、令和元年９月及び１０月における利益隠蔽に係

る共同不法行為、並びに、ハイブリッド競馬新聞に関し、同年１１月以降の

営業秘密の使用に係る不競法違反行為により、原告に生じた損害について賠

償責任を負うことになるから、以下、相当因果関係のある損害について検討25 

する。 
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  ⑵ 利益隠蔽に係る共同不法行為による損害 

    ハイブリッド競馬新聞及びマキシマム競馬新聞の、令和元年９月及び１０

月の各売上高は、別表１の対応する期間の原告の主張のとおりであり、それ

ぞれハイブリッド競馬新聞については①７８９万８７７３円（＝３８８万７

９３８円＋４０１万０８３５円）、マキシマム競馬新聞については②４４万5 

２６１１円（＝２３万４１２５円＋２０万８４８６円）である。そして、被

告会社が原告に支払うべき利益分配相当額は、ハイブリッド競馬新聞につい

ては売上高の７５％相当額、マキシマム競馬新聞については売上高の７０％

相当額であるから、別表２「裁判所認定額」の上記期間に対応する「主位的

請求」「認定額」欄記載のとおり、ハイブリッド競馬新聞については５９２万10 

４０８０円（①×０．７５）、マキシマム競馬新聞については３０万９８２８

円（②×０．７０）であり、その合計は６２３万３９０８円となる。 

  ⑶ 不競法違反行為による損害 

   ア 原告は、ハイブリッド競馬新聞について、不競法５条２項に基づく損害

額を主張するところ、前提事実⑹のとおり、令和元年１１月から１２月ま15 

でにおける売上（税込み）、令和２年から令和５年までにおける売上高、仮

受け消費税、売上（税込み）、令和６年１月から８月までにおける売上（税

込み）は、別表１の「ハイブリッド競馬新聞」における上記期間に対応す

る各項欄記載のとおりである（ただし、令和６年は、令和５年の売上（税

込み）に基づく推計額である。）。 20 

   イ また、前提事実⑹のとおり、ハイブリッド競馬新聞について、経費率は

売上の６％、限界利益率は売上の９４％であるところ、原告は、売上（税

込み）額に基づき損害額を算定すべきと主張する。 

     この点、不競法５条２項は、不正競争により営業上の利益の侵害を受け

た者が損害賠償請求をする場合に、侵害者が侵害行為により利益を受けて25 

いるときは、その受けた利益の額を、損害の額と推定する旨規定している。
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その趣旨は、不正競争がなければ、被侵害者は侵害者が取得した利益と同

様の利益を取得することができたはずであろうという点にあると考えられ

るから、同項の侵害者が侵害行為により受けた利益とは、侵害者に帰属す

べき利益と解するのが自然である。そして、本件のように、侵害者が、事

業として資産の譲渡等を行い、これによる売上を、消費税抜きの売上と仮5 

受け消費税に分けて帳簿に計上する場合、仮受け消費税分は、侵害者が納

税を予定する額として計上するものであって、国に帰属すべき消費税分で

あり、侵害者に帰属すべき利益には当たらないと解するのが相当である。

したがって、原告の主張は採用することができず、売上（税抜き額）に基

づき、受けた利益の額を算定することとする。 10 

   ウ これを前提に、まず、ハイブリッド競馬新聞について、不競法５条２項

に基づく令和元年１１月から令和６年８月までの被告会社の「利益」相当

額は、限界利益率が９４％であることを前提にすると、別表１の対応する

期間の「売上高」欄記載の各金額に０．９４を乗じた上、これを合計する

ことになり、別表２の「裁判所認定額」の各期間に対応する「主位的請求」15 

「限界利益」欄記載のとおりとなる（ただし、令和元年１１月及び１２月

並びに令和６年１月から８月までの各税抜き額である売上は、推計値であ

る売上（税込み）を１１０％で除した額である。）。 

   エ 被告らは、被告会社が使用したデータは公式データであり、原告の営業

秘密ではないから、原告に損害はなく、不競法５条２項適用の前提がない20 

などと主張するが、前記のとおり、被告会社のシステムは、営業秘密であ

る本件情報を含む原告のシステムを使用していたというべきであるから、

被告らの主張を採用することはできない。 

   オ 進んで、推定覆滅事由について検討する。 

前記のとおり、原告のインターネットによる競馬新聞と被告会社のハイ25 

ブリッド競馬新聞が、いずれも原告のシステムを使用して作成されていた
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こと、原告の IDM 指数と被告会社のハイブリッド指数との間には類似性・

相関性が認められることなどを考慮すると、原告の競馬新聞と被告会社の

ハイブリッド競馬新聞は競合関係にあるということができる。しかし、被

告会社のハイブリッド競馬新聞は、原告の競馬新聞のデッドコピーではな

く、両者は、それぞれ固有の独自データがあり（乙５９、６０）、毎日の新5 

聞の公開時刻も同一ではない（乙２１）上、被告Ｙ１は、競馬情報の提供

に当たり、「京大式」といった表示により京大出身者であることをセールス

ポイントの一つにしており（乙２、３、１２４から１２６まで）、被告会社

のブログはライブドア・ブログの競馬部門ランキングで上位５位に入って

いるほか、そのＸやインスタグラムにはフォロワーが多数いる（乙１１９、10 

１２３）。これらの点に照らすと、被告会社には、原告にはないブランド的

価値や集客力があったと考えられる。また、競馬情報の提供を行っている

業者は、原告や被告会社以外にも多数存在しており（乙９１）、被告会社の

ハイブリッド競馬新聞と同じ価格帯の利用料金プランを有するものとして、

競馬情報サイトの最大手である netkeiba や、ウマニティがあること（乙９15 

１から９３まで）が認められる。これらの点を考慮すると、被告らが不競

法違反行為をしていなければ、本件で被告会社に帰属していた利益が、す

べて原告に帰属していただろうと推定することはできない。その他本件に

顕れた一切の事情を考慮すると、不競法５条２項の規定により認めること

ができる令和元年１１月以降の被告らの行為と相当因果関係のある損害と20 

しては、被告会社の受けた前記「利益」の７０％をもって相当と認める。 

⑷ 以上により、原告の損害は、別表２の「裁判所認定額」の各期間に対応す

る「認定額」欄記載の各金員の合計１億３７３９万９４５６円となる。 

  また、被告らの共同不法行為又は不競法違反行為と相当因果関係のある弁

護士費用は、損害額合計の約１割相当額である１３００万円と認めるのが相25 

当である（認容額合計 1 億５０３９万９４５６円＝１億３７３９万９４５６
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円＋１３００万円） 

  そして、遅延損害金については、別表２の「裁判所認定額」の各期間に対

応する「認定額」欄及び「弁護士費用」欄各記載の各金員に対する「遅延損

害金起算日」欄記載の日から支払済みまで「利率」欄記載の割合による遅延

損害金を請求できることとなる。 5 

  したがって、上記の限度で原告の損害賠償請求は理由がある。 

 ５ 争点５（本件分配契約及びその債務不履行の有無）について 

   前記２－２のとおり、ハイブリッド競馬新聞については、原告と被告会社間

において、原告のシステムを使用することを前提として被告会社が売上の７０

～７５％相当額の分配金を原告に支払う旨の本件分配契約があったと認められ10 

る。しかし、前記認定した事実によれば、もともと、被告会社は、実質的にみ

れば、原告の事業部門の一つとして設立され、独自の事務所や設備を持たず、

原告の社内で原告の設備を利用してハイブリッド競馬新聞を発行していたこと

が認められる。また、被告会社の代表者となった被告Ｙ１は、原告の従業員で

もあり、ＥやＡの指導を受け、原告の事務所で、ハイブリッド競馬新聞の作成15 

業務に従事していたことが認められる。原告においては、被告会社以外にも、

別の競馬新聞等を発行させるための別会社を、従業員に設立させ、その利益の

７割を原告に入れることを条件に、原告のシステムや設備を利用させるなどし

ていたのであり(甲３、２６)、本件分配契約も、同様の状況のもとで締結され

たものである。そうすると、本件分配契約は、ハイブリッド競馬新聞の発行に20 

当たり、原告の物的設備やシステム等を被告会社に利用させることを前提とし

た上で、原告が、実質的には自己の事務であるハイブリッド競馬新聞の発行業

務を、原告の計算で被告会社に対し有償委託した委任類似の無名契約であるも

のと解されるから、前提となる事情が変更し、信頼関係が喪失したときは、当

事者は、いつでも解約することができるというべきである。したがって、本件25 

分配契約は、令和元年１０月２８日に原告に到達した通告書（乙１３０、１３
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１）において、被告会社の代理人弁護士が利益支払を拒絶する旨の通知をした

ことにより、終了したと認めるのが相当である。結局のところ、当審において、

原告の主位的請求の棄却部分に係る予備的請求につき理由があるものと認める

ことはできないから、予備的請求は、これを棄却すべきである。 

 ６ 当事者の主張に鑑み、本件訴訟記録を検討しても、前記認定判断を左右する5 

に足りる事情は認められない。 

第５ 結論 

以上の次第で、原判決は一部相当でないから、これを変更することとし、原

告の当審における請求は一部理由があるから、主文のとおり判決する。 

知的財産高等裁判所第２部 10 

 

 

 

        裁判長裁判官                       

                    清   水        響 15 

 

 

 

          裁判官                       

                   菊   池    絵   理  20 

 

 

 

           裁判官                       

                    頼        晋   一  25 
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（別紙） 

当 事 者 目 録 

 

控訴人（１審原告） 株式会社ジェイ・アール・デー・ビー 

 5 

同訴訟代理人弁護士     森   谷   長   功 

同             池   下   利   男 

 

被控訴人（１審被告）    株式会社サイバーミリオン 

      10 

   

被控訴人（１審被告）    Ｙ１ 

   

被控訴人（１審被告）    Ｙ２ 

   15 

     被控訴人（１審被告）    Ｙ３ 

     上記４名訴訟代理人弁護士  山   下   忠   雄 

 

 

 20 
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（別紙） 

目    録 

１ IDM(Index Memory)指数作成プログラム、及び指数作成手法（甲７、甲５２） 

システム名称    指数作成プログラム 

  対象ハードウェア  Windows パソコン 5 

  ＯＳ        Windows 

  開発言語      VBA（Excel、Access） 

  システム機能    指数入力、分析、計算、データベース 

  開発者       株式会社ジェイ・アール・デー・ビー（原告） 

 10 

２ デジタル競馬新聞作成システムプログラム（甲５２） 

  システム名称    デジタル競馬新聞作成システム 

  対象ハードウェア  Windows パソコン、サーバー 

  ＯＳ        Windows、Unix(FreeBSD) 

  開発言語      JAVA、PHP、C#、Javascript 15 

  システム機能    新聞作成、番組メニュー 

  開発者       株式会社ジェイ・アール・デー・ビー（原告） 

 

３ ＩＤＭ構成要素データ 

  添付書類Ａのとおり。（省略） 20 

 

４ 顧客管理名簿（甲１２） 

  データ名称     ちょコムハイブリッド顧客データ 

            (chocom_hybrid_member)  

添付書類Ｂのとおり。（省略） 25 

以上 



別表１（当事者主張）

令和元年 被告の主張 被告の主張

売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考 売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考

９月 3,887,938 311,035 4,198,973 利益分配相当月額 234,125 18,730 252,855 利益分配相当月額

１０月 4,010,835 401,083 4,411,918 7,580,988 208,486 20,849 229,335 2,789,948

１１月 3,919,575 391,957 4,311,532 限界利益相当月額 187,586 18,759 206,345 限界利益相当月額

１２月 4,386,107 438,611 4,824,718 4,709,751 220,336 22,034 242,370 199,282

合計 16,204,455 1,542,686 17,747,141 15,046,243 13,310,356 850,533 80,372 930,905 651,634 651,634

16,204,455 850,533

◆仮受け消費税及び税抜き売上高の証拠は見当たらない。仮受け消費税額は、税込みの売上×8％／108％（9月）、税込みの売上×10%／110％（10月以降）で計算した。

令和２年 被告の主張 被告の主張

売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 　予備的 備　考 限界利益相当月額 売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考 限界利益相当月額

１月 4,373,500 437,348 4,810,848 244,337 24,433 268,770

２月 4,630,311 463,030 5,093,341 437,196 43,719 480,915

３月 3,865,127 386,511 4,251,638 335,382 33,538 368,920

４月 3,964,787 396,476 4,361,263 337,291 33,729 371,020

５月 3,845,300 384,529 4,229,829 287,896 28,789 316,685

６月 520,414 52,040 572,454 286,846 28,684 315,530

７月 1,178,280 117,826 1,296,106 353,769 35,376 389,145

８月 2,218,095 221,808 2,439,903 255,610 25,560 281,170

９月 1,606,824 160,680 1,767,504 294,860 29,485 324,345

１０月 641,323 64,132 705,455 235,596 23,559 259,155

１１月 759,152 75,914 835,066 210,928 21,092 232,020

１２月 852,263 85,226 937,489 193,673 19,367 213,040

合計 28,455,376 2,845,520 31,300,896 29,422,842 23,475,672 3,473,384 347,331 3,820,715 2,674,501 2,674,501

28,455,360 乙106 3,473,377 乙106

28,455,383 乙69 3,473,377 乙69

令和３年 被告の主張 被告の主張

売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考 限界利益相当月額 売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考 限界利益相当月額

１月 768,518 76,850 845,368 231,050 23,105 254,155

２月 797,043 79,703 876,746 332,682 33,268 365,950

３月 1,226,816 122,681 1,349,497 300,823 30,082 330,905

４月 1,487,048 148,704 1,635,752 221,378 22,137 243,515

５月 2,636,897 263,689 2,900,586 212,828 21,282 234,110

６月 3,275,173 327,516 3,602,689 203,378 20,337 223,715

７月 3,679,066 367,905 4,046,971 253,032 25,303 278,335

８月 20,594,211 2,059,418 22,653,629 208,737 20,873 229,610

９月 3,874,521 387,449 4,261,970 217,173 21,717 238,890

１０月 3,747,893 374,787 4,122,680 198,150 19,815 217,965

１１月 3,667,056 366,703 4,033,759 162,996 16,299 179,295

１２月 4,045,615 404,560 4,450,175 159,550 15,955 175,505

合計 49,799,857 4,979,965 54,779,822 51,493,033 41,084,867 2,701,777 270,173 2,971,950 2,080,365 2,080,365

49,799,838 乙107 2,701,772 乙107

49,799,862 乙71 2,701,722 乙71

86

2,080,365 2,080,365
売上（税込み）×

0.70
225,147

乙107、

128、課

税売上

10％

51,493,033 41,084,867
売上（税込み）×

主0.94 or×予0.75
3,900,989

乙107、

128、課

税売上

10％

ハイブリッド競馬新聞
備　考

原告の主張 マキシマム競馬新聞
備　考

原告の主張

783,024
524,780

売上（税込み）×

0.70
289,448

16,047,530 2,149,721売上（税込み）×

主0.94 or×予0.75
1,891,477

乙106、

127、課

税売上

10％

13,306,477
7,428,142 売上（税込み）×

主0.94×予0.75

2,229,005

乙106、

127、課

税売上

10％16,116,365

ハイブリッド競馬新聞
備　考

原告の主張 マキシマム競馬新聞
備　考

原告の主張

337,533
売上（税込み）×

0.70

8,588,075 6,852,188
売上（税込み）×

主0.94 or×予0.75
314,101 314,101

売上（税込み）×

0.70

乙105

6,458,168 6,458,168
売上（税込み）×

0.75
乙105

337,533

ハイブリッド競馬新聞
備　考

原告の主張 マキシマム競馬新聞
備　考

原告の主張



令和４年 被告の主張 被告の主張

売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考 限界利益相当月額 売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考 限界利益相当月額

１月 3,096,423 309,641 3,406,064 159,078 15,907 174,985

２月 3,564,367 356,434 3,920,801 231,137 23,113 254,250

３月 3,545,854 354,584 3,900,438 230,546 23,054 253,600

４月 3,974,484 397,445 4,371,929 220,246 22,024 242,270

５月 3,604,509 360,448 3,964,957 223,773 22,377 246,150

６月 4,336,728 433,671 4,770,399 171,210 17,120 188,330

７月 3,377,147 337,713 3,714,860 190,582 19,058 209,640

８月 6,156,413 615,639 6,772,052 171,946 17,194 189,140

９月 3,947,538 394,752 4,342,290 203,091 20,309 223,400

１０月 3,385,064 338,504 3,723,568 176,541 17,654 194,195

１１月 3,279,540 327,953 3,607,493 131,114 13,111 144,225

１２月 3,703,446 370,343 4,073,789 105,255 10,525 115,780

合計 45,971,513 4,597,127 50,568,640 47,534,522 37,926,480 2,214,519 221,446 2,435,965 1,705,176 1,705,176

45,971,489 乙108 2,214,513 乙108

45,971,519 乙73 2,214,513 乙73

令和５年 被告の主張 被告の主張

売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考 限界利益相当月額 売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考 限界利益相当月額

１月 2,850,362 285,035 3,135,397 142,110 14,210 156,320

２月 3,843,874 384,385 4,228,259 207,064 20,706 227,770

３月 3,236,709 323,669 3,560,378 189,750 18,975 208,725

４月 3,120,319 312,030 3,432,349 129,382 12,938 142,320

５月 3,325,561 332,554 3,658,115 144,287 14,428 158,715

６月 3,788,714 378,869 4,167,583 0 0 0

７月 3,170,445 317,043 3,487,488 0 0 0

８月 2,975,952 297,593 3,273,545 0 0 0

９月 4,017,913 401,790 4,419,703 0 0 0

１０月 3,151,148 315,113 3,466,261 0 0 0

１１月 3,587,585 358,756 3,946,341 0 0 0

１２月 3,015,813 301,580 3,317,393 0 0 0

合計 40,084,395 4,008,417 44,092,812 41,447,243 33,069,609 812,593 81,257 893,850 1,501,668 1,501,668

40,084,374 乙109 812,590 乙109

40,084,398 乙88 812,590 乙88

令和６年 被告の主張 被告の主張

売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考 限界利益相当月額 売上高 仮受け消費税 売上（税込み） 主位的 予備的 備　考 限界利益相当月額

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

合計 29,395,208 27,631,496 22,046,406 1,430,160 1,001,112 1,001,112

87

1,001,112

令和５年の売上に

基づき推計。売上

（税込み）×0.70

原告の主張

29,395,208 27,631,496 22,046,406

令和５年の売上に

基づき推計。売上

（税込み）×主

0.94 or×予0.75

1,430,160 1,001,112

1,501,668

625,695

６月～の売上は、

１～５月までのウ

売上から推計。売

上（税込み）×

0.70

162,518

875,973

ハイブリッド競馬新聞
備　考

原告の主張 マキシマム競馬新聞
備　考

乙109、

117、課

税売上

10％

41,447,243 33,069,609
売上（税込み）×

主0.94 or×予0.75
3,139,945

乙109、

117、課

税売上

10％

1,705,176 1,705,176
売上（税込み）×

0.70
184,542

ハイブリッド競馬新聞
備　考

原告の主張 マキシマム競馬新聞
備　考

原告の主張

乙108、

116、課

税売上

10％

47,534,522 37,926,480
売上（税込み）×

主0.94 or×予0.75
3,601,102

乙108、

116、課

税売上

10％

ハイブリッド競馬新聞
備　考

原告の主張 マキシマム競馬新聞
備　考

原告の主張



原告請求額合計

始期 終期 損害額 遅延損害金起算日 利率 損害額 遅延損害金起算日 利率 ハイブリッド新聞 マキシマム新聞 ハイブリッド新聞 マキシマム新聞

令和元年９月 令和元年10月 6,795,701 6,795,701 6,458,168 337,533 6,458,168 337,533

令和元年11月 令和元年12月 8,902,176 7,166,289 8,588,075 314,101 6,852,188 314,101

令和２年1月 令和２年2月 7,952,922 7,428,142 524,780

令和２年1月 令和２年3月 14,089,501 13,306,477 783,024

小計 29,787,378 21,914,912 28,352,720 1,434,658 20,738,498 1,176,414

29,787,378 21,914,912

令和２年3月 令和２年12月 18,197,251 令和3年1月16日 16,047,530 2,149,721

令和２年4月 令和２年12月 18,007,842 令和2年12月31日 16,116,365 1,891,477

令和３年1月 令和３年12月 53,573,398 令和3年12月31日 43,165,232 令和4年1月18日 51,493,033 2,080,365 41,084,867 2,080,365

令和４年1月 令和４年12月 49,239,698 令和4年12月31日 39,631,656 令和5年1月17日 47,534,522 1,705,176 37,926,480 1,705,176

令和５年1月 令和５年12月 42,948,911 令和5年12月31日 34,571,277 令和6年1月18日 41,447,243 1,501,668 33,069,609 1,501,668

令和６年1月 令和６年8月 28,632,608 令和6年8月31日 23,047,518 令和6年9月18日 27,631,496 1,001,112 22,046,406 1,001,112

小計 192,402,457 158,612,934 184,222,659 8,179,798 150,174,892 8,438,042

合計 222,189,835 180,527,846 192,402,457 158,612,934

弁護士費用 22,218,984 令和6年8月31日 年３％

総合計 244,408,819

88

令和2年3月31日 年５分 令和2年3月17日 年５分

年３％ 年３％

期　間 主位的請求 予備的請求 主位的請求（内訳） 予備的請求（内訳）



別表２（裁判所認定）

裁判所認定額

始期 終期 遅延損害金起算日 利率

(利益隠蔽に係る共同不法行為関係） 売上高 認定額

令和元年９月 令和元年10月 ハイブリッド競馬新聞 7,898,773 5,924,080

令和元年９月 令和元年10月 マキシマム競馬新聞 442,611 309,828

（小計） 6,233,908

(不競法違反行為関係…改正民法施行前） 限界利益 認定額

令和元年11月 令和元年12月 7,807,341 5,465,139

令和２年1月 令和２年2月 0

令和２年1月 令和２年3月 12,096,802 8,467,761

（小計） 13,932,900

(不競法違反行為関係…改正民法施行後） 限界利益 認定額

令和２年3月 令和２年12月

令和２年4月 令和２年12月 14,651,252 10,255,876 令和2年12月31日

令和３年1月 令和３年12月 46,811,866 32,768,306 令和3年12月31日

令和４年1月 令和４年12月 43,213,222 30,249,255 令和4年12月31日

令和５年1月 令和５年12月 37,679,331 26,375,532 令和5年12月31日

令和６年1月 令和６年8月 25,119,541 17,583,679 令和6年8月31日

（小計） 117,232,648

合計 137,399,456

弁護士費用 13,000,000 令和6年8月31日 年３％

総合計 150,399,456

単位　円

89

年３％

限界利益=売上高×

限界利益率(0.94）

認定額=限界利益×

0.7

限界利益=売上高×

限界利益率(0.94）

認定額=限界利益×

0.7

期　間 主位的請求　　　　　　

令和2年3月31日 年５分


